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（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、７番 岡君、

12番 小林君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 順番13、17番 石橋君。 

〔17番（石橋英和君）登壇〕 

○17番（石橋英和君）皆さん、どうもおはよ

うございます。最終日のトップをやらせてい

ただきます。 

 昨日の土井議員と申し合わせたわけではな

いんですが、私も今日は米にまつわる話をさ

せていただきます。どうかよろしくお願いい

たします。 

 今年の６月に発生した線状降水帯による豪

雨災害は皆さんの記憶に新しいところであり

ます。建物は建築技術の進歩もあり、比較的

豪雨に持ちこたえておりますが、昔ながらの

田畑はさすがにあれだけの雨量には耐え切れ

ず、特に段差の部分で崩落して、田んぼに水

が張れず、田植ができなくなります。私の今

回の一般質問は、農地の災害復旧事業を取り

上げさせていただきます。 

 自然災害による復旧工事費は、公共インフ

ラであれば全額国費で賄われますが、農地に

対しては普通災害で約80％、激甚災害で約

95％の率でしか国費は拠出されません。おま

けに、それぞれの農地には補助限度額がある

ことから、受益者負担がかなりの高額になっ

てしまうこともあります。しかし、受益者負

担なしには当該農地の災害復旧事業は成立し

ません。この負担金のために、国の査定が通

っているのに災害復旧事業の申請を出さない

事例が幾つもあります。なぜ農地の災害には

全額国費が出せないのかについては、農地は

個人資産であり、言葉のとおり受益者である

地主は何がしかの負担をするのが当然だとい

う理由であります。逆に、同じ個人資産であ

る宅地や建物に対しては災害補助がないのに、

農地にだけ国費が投入されていいのかという

議論もありますが、国民の命をつなぐ食糧を

生み出すかけがえのない農地を損傷すること

は国益を損ねるとの認識が上位にあるようで

あります。 

 さて、本題に入りますが、橋本市ではこの

受益者負担分をその農地の所有者に全額出さ

せております。しかし、これを所有者のみに

負担させなさいなどとは国も言っていないし、

法律にも書いておりません。むしろ国は市が
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負担することをよしとして、起債充当率90％

の地方債を発行し、算入率が95％の交付税措

置の適用を認めています。これを受益者負担

に充てれば、市は僅かな財政負担で格段に農

家を楽にできます。また、市は農地からも固

定資産税を取っておりますので、共に受益者

であります。それに、後の答弁で説明しても

らいますが、実は多くの近隣自治体もそうし

ております。うちもそうしてください。お願

いします。 

 さて、今のこの方針は何十年か前に制定さ

れた災害復旧事業分担金徴収条例に基づいて

実施されてきたもので、旧橋本市では昭和62

年に、旧高野口町では昭和46年に制定された

条例であり、その後、合併時にも見直される

ことなく現在に至っております。確かに農地

は個人資産であるので、地主の負担をゼロに

しないにしても、昨今の農業経営を取り巻く

環境を見るとき、それと豪雨災害が今後も多

発するであろうことを考えれば、もう一歩踏

み込んだ農業支援が必要だと考えます。この

条例ができた頃と現在とでは、背景は大きく

変わりました。 

 今年６月の議会で、国の基準に満たない小

規模農地災害に対し、市で半額を負担する補

正予算が上がってきました。市長が農家の難

儀をおもんぱかって英断された政策であり、

うれしく思っております。しかし、市長、こ

れではまだ足りません。せっかく成立した予

算をけなすつもりはありませんが、災害復旧

工事費も間違いなく値上がりする中、豪雨で

激しく田んぼがやられてしまったら、また幾

つかの優良な農地が見捨てられるし、復旧し

たとしても農家にたくさんの負担を強いるこ

とになります。あと一押ししておかないと、

せっかくの夏の予算が焼け石に水となってし

まいます。どうか市長、よろしくお願いいた

します。 

 さて、関連事項で少し横道にそれさせてい

ただきます。戦時下の特殊な事情でウクライ

ナ産の小麦が消費国に供給されなかった時期、

アメリカやインドで多くの餓死者を出してお

ります。我が国の食料自給率は、1965年度に

73％でしたが、2021年度には38％まで落ち込

んでおります。1965年度の73％の時点で、も

う既に危険水域であります。この時点で食料

輸入を全て断たれていたら、多くの餓死者を

出していたでしょう。ましてや2021年度の

38％に至っては危険極まりない状況であるし、

今年になってそれがさらに進んでいるとした

ら、もはや日本を攻め滅ぼすのに戦車も砲弾

も要りません。３か月も食料の輸入量を封鎖

すれば、間違いなく日本は無条件降伏するこ

とになります。日本がそうならないために、

アメリカを中心とする西側諸国との安全保障

関係を構築して、有事には守ってもらえる体

制を築いてきましたが、それがなければとっ

くに我が国はどこかの独裁者の餌食になって

いたことでありましょう。 

 今後、日本側から戦争を仕掛けることはな

いにしても、今この瞬間、地球上では他国か

ら仕掛けられた理不尽な戦争で、膨大な数の

戦闘員も非戦闘員もが殺されています。兵器

を使っての戦闘だけが戦争ではありません。

その昔の兵糧攻めは多くの敵を殺し、勝ち戦

へと導きました。地球上から農産物がなくな

れば途方もない数の人が死に、間違いなく世

界戦争へと進んでいきます。 

 もちろん、日本は農産物だけを食料にして

いるわけではありませんが、もともと農耕民

族である私たち日本人は、土から取れる食べ

物なしには生きていけません。食料が底をつ

いて最後にチーズと握り飯しかなくなれば、

日本人は間違いなく握り飯に飛びつきます。

食生活が欧米化した時期もありましたが、食

余りの豊かな時代の一現象で、食う物が本当
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になくなれば、日本人はまた米を食い始めま

す。その日のために、私たちは米を作ること

をやめてしまってはいけません。田んぼを減

らしてはなりません。 

 食料自給率の低下は、日本政府がこの何十

年か食料を輸入に頼ることをよしとしてきた

結果にほかなりませんが、自治体もその片棒

を担いできたことも事実であります。地方議

員が国政レベルの議論は慎むべきでありまし

ょうが、私は我が国の食料自給率はあまりに

も低過ぎると考えております。 

 何十年か前、米は今と比べものにならない

ほど貴重品でありました。金を持っていかな

くても米で物が買えました。そんな時代、お

のずから田んぼも農業も大切にされていまし

た。農地は各農家の最も貴重な財産で、面積

の大小で三反百姓とか一町百姓とかいって、

農家の格付みたいなものを所有反別で表して

いたような時代であります。畑より稲作がで

きる水田のほうが高く評価され、水田を１町

も持っていれば大百姓と言われた時代でもあ

り、田んぼが１町もある家の子は鼻が高かっ

た時代であります。当時の子どもはお米を粗

末にしたら、本当に罰が当たると思っていま

した。農村で盗人といえば米の盗人とのこと

で、今のようなメロンやブドウではありませ

んでした。そんな時代ですから、当然、田ん

ぼは大切にされ、常に米を作れる状態に維持

されていました。 

 それから何十年かの年月が流れ、今日では

米の相対的価値が極端に下がり、農地も同じ

道をたどったわけであります。米がもう一度

貴重品になって稲作農家がもうかる時代はす

ぐには戻ってこないかもしれませんが、国も

自治体も米作りを軽んじてはいけません。米

作りは日本の国防であります。米さえ作れる

国でい続けたら日本は滅びません。国防政策

だと思って農地災害復旧事業に取り組んでい

ただきたいのであります。 

 本市では、主に70歳過ぎた人たちが農作を

やってくれていますが、トラクターや田植機、

コンバインのローンがまだ残っているし、苗

代、農薬代、肥料代に燃料代、そんな支払い

を引いたら、稲作で金はほとんど残りません。

台風で被害を受けても金をかけてまで田んぼ

を直す気にもなれないし、そろそろ百姓のや

めどきです。この歳まで百姓をやってきて、

田んぼに水を張らないことは悲しいことです。

田んぼさえ直ったら、このおっちゃんはあと

７年や８年、米を作り続けます。あと７年、

８年、まだ市長は任期途中であります。どう

かこのおっちゃんから田んぼを取り上げない

でください。 

 質問に移ります。 

 １番、近隣で農地災害復旧の受益者負担分

の全部または一部を出している自治体はあり

ますか。 

 ２番、この拠出について、起債充当率及び

交付税措置の詳細について説明してください。 

 壇上での質問でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君の質問、

災害復旧事業においての受益者負担率を改正

できないかに対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）おはようございま

す。 

 災害復旧事業において受益者負担率を改正

できないかについてお答えします。 

 農地災害復旧事業は、農業生産と農村生活

の基盤である農地の災害に対して、迅速かつ

適切な復旧が求められており、国の採択基準

に準拠したものについて、国費を用いた復旧

を実施しています。 

 事業費の財源内訳としては、国庫補助金と
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農家が負担する受益者負担金となっており、

負担割合については、基本補助率50％から、

被災農家戸数等災害規模に応じて国庫補助率

がかさ上げされ、農家の負担が軽減されるこ

ととなっています。 

 近年の国庫補助率の実績では、一般災害で

事業費の約80％、激甚災害で事業費の約95％

まで補助率がかさ上げされており、事業費か

ら当該補助金を控除した額が受益者負担金と

なり、一般災害で約20％、激甚災害では約５％

まで農家の負担は軽減されます。 

 また、当該補助金には、農地面積に応じ農

地復旧限度額が定められており、超過分は国

庫補助の対象外となる場合があります。 

 農地災害復旧事業を実施することで農業生

産を維持し、農業経営を安定させ、農家負担

も軽減されていると考えています。 

 以上のことから、受益者負担率を改正する

ことは考えていませんので、ご理解をお願い

します。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君、再質問

ありますか。 

 17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）ちょっと食い違ってい

た。それはそれで、どうもありがとうござい

ます。 

 近隣の市町村でこれを取り入れていること

について、再質問ということでお願いしたい

のと、財政課のほうでこの交付税措置の説明

をお願いします。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）近隣の市町村の状

況についてお答えさせていただきます。 

 県下と隣の五條市、合わせて10市町に聞き

取りを行いました。国の補助金に上乗せ、も

しくは補助率が低かった場合のかさ上げ等を

行っているまちは、聞き取りの中では、かつ

らぎ町、九度山町、有田市、田辺市の４市町

でございました。橋本市と同様、農地に対し

て補助率の残額を分担金として徴収している

まちは、和歌山市、紀の川市、岩出市、海南

市、御坊市、五條市の６市町でございました。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 国庫補助対象の農地災害復旧事業について、

現在、個人負担となっているものを市の負担

とした場合の地方債充当の可否と交付税措置

についてのおただしだと思いますが、本件の

場合、市の負担分に対しましては、災害復旧

事業債という地方債が活用できます。活用し

た場合の充当率は90％、交付税措置率は借り

入れた地方債に対して95％、これは壇上のご

質問のとおりでございます。 

 例えばですが、市の負担が100万円となった

場合、地方債を90万円借り入れ、後年度の普

通交付税で85万5,000円措置されますので、実

質の市の負担は、あくまで理論上ですが、100

万円から85万5,000円を差し引いた14万5,000

円になると考えられます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）私も実はこの交付税措

置を知らなくて、最近、このことが分かって、

それだったらこれは使って農家の負担を軽減

してほしいなというのが最近気づいて、それ

で、近隣でやっているところを調べてくださ

いよとお願いしたら、今言っていただいたと

ころがこれを実施している。でも、やってな

いところも確かにあります。私もあちこち、

兵庫県辺りに聞いてみたんですけども、何市

か聞いたら、「うちはやっていません」という

のが確かに多かったんですけども、それぞれ

の事情で選択して決定しているんだろうと思

いますが、私のお願いとしては、本市もこれ

をやってくださいというお願いで、今日はこ
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こに立たせていただいております。 

 農地の問題はいろいろと議論されておりま

す。最近は耕作放棄地の問題が非常に大きな

問題で、市当局もその対策をいろいろと対策

してくれている話ももちろん聞いております

が、根本的な違いは、災害農地というのは今

年まで、昨日まで、そこの農家さんが手がけ

ていた土地、米を作っていた土地でありまし

て、その復旧工事が済めば、来年もまた必ず、

そこの農家さんが米を作る土地であります。

なかなか耕作放棄地のほうは作り手がなくて、

また来年も遊んでしまうというのが多いから

困ったことだなということで、いろいろと対

策をしていてくれていますが、それはそれで

いい結果が出るように願うんですが、取りあ

えずこの災害復旧農地というのは継続して作

付をしてきて、そしてそれが修理されれば、

すぐ来年もまたそれが必ず耕作地として有意

義にその役目を果たすということなので、こ

っちのほうが当たり外れでいえば間違いなく

当たるという農地ですので、こっちはやっぱ

り優先にしてほしいなと、そのような思いも

ありますので検討してほしいんですけども、

今の部長の話では、それは今のところはしな

いんだというご返答なんですけども、うちと

してはそれはこういう事情でしにくいんです

よという具体的なうちなりの事情とかがあり

ましたら、ちょっとお願いできますか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）国より基本補助率

が50％からかさ上げされているということで、

その時点である程度、農家の負担というのは

軽減されとるという考えがありますのと、農

地というのは本来、個人の施設でありまして、

公共性が低く、受益者の負担というのが必然

的になってくるのかなと言うとるところと、

本市、農地に対しては補助金の上乗せは行っ

ていないんですけど、農業用施設、水路とか

農道とかため池等については、補助率が90％

に満たない場合は市が90％まで補助するよう

な形で、農家の負担を最低10％までとするよ

うな形の上乗せを行っていますので、ご理解

のほどお願いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）そういうことですよね。

確かに、夏に小規模の災害に対して補助金が

出るというのは、何人かの農家さんが、ため

池がやられた人とかで、「あれ、ありがたかっ

たわ」と私も聞きました。あれ、本当にあり

がたがってくれている農家さんがおります。

でも、設計40万円以下の国の補助対象になら

ない分は市がやりましょうということなんで

すけどね。それ以上の本格的な農地災害、結

構、工事費もだんだん高くなってきているん

ですよね、当然。 

 100万円、200万円規模が一番多いかなと担

当課にお伺いしているんですけども、値上が

りもあったり、雨のきつかったりして、もし

設計金額300万円の農地災害なんかがあった

としたら、激甚に指定なかったら１戸当たり

60万円、激甚でも15万円。95％激甚だったら

出るじゃないかと言えば、95％ってたくさん

見てくれるんだなという気がするんですけど

も、300万円なんて大きな災害はそんなしょっ

ちゅうないとしても、でも、農地って考えた

ときの15万円というのが非常に大きいんです

よね、農家にとったら。まして60万円なんて、

この田んぼで60万円純利益を出そうと思った

ら何年かかるやらというような話をしょっち

ゅうされていますね。 

 だから、95％を大きいと見るのか、15万円、

その田んぼで農家にとって非常に大変なんだ

って。私は農家の話を聞く側だから、15万円

大変やろうなと、そんなふうに思うからね。

それを全くゼロにしてあげてくださいという

話じゃなくて、ちょっとでも農家が少なくて
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済めば、また米を作り始めてくれるのは分か

っているんです。その人たちとしゃべったら、

本当は米を作りたいんですよ、ずーっと米を

作ってきたからね。そんな手助けを市として

お願いをしたくて、今日この質問をさせてい

ただいております。 

 それで、市長、ちょっと市長のお考えをお

聞かせ願えますか。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

 石橋議員の質問にお答えをします。 

 受益者負担の原則というのが、どちらかと

いうとこれは国から受益者に対して負担しな

さいよ、収益を上げているでしょうというと

ころが、そのことによって収益を上げている

ということが基本にあると思います。200万円、

300万円と言うたら多分、果樹とか、そういう

急傾斜地、これも20％以上の勾配があれば国

の補助金はついてくるんですけども、農地で

100万円を超える災害となると、あんまり考え

られへんのかなというのもあります。今回の

激甚災害でも、そんなに大きな面積が崩れて

きたということはないと思います。 

 ただ、農業施設の関係でため池の災害に関

しては、改修にしても、できるだけ今、市で

持つように持つように、補助金のかさ上げ等

もやっていますし、これから農道、林道でも

３割負担もらっているというところも現実的

にはありますし、その中で農地だけ特別扱い

をするということになると若干難しいのかな

というふうに思います。 

 やはり災害が起こったときの状況を見て判

断していくということが大事かなというふう

に思っています。今回、農地、農業施設関係

だけで400箇所ありました。逆に工事がすぐで

きなくて、査定を受けるのも今月に入ったや

つもありますし、その全てがすぐに直せるわ

けでもないですし、そういう中で、例えば地

震が起きて農地どころか宅地まで、大きな家

等の崩壊があったときに、じゃあ、そこに全

て補助金を出していけるかというと、そんな

ことは絶対に無理です。逆に、災害が起きた

ときのために常に10億円ぐらいは、水道もそ

うですけども、市においてもやっぱり15億円

ぐらい持って、ある程度の余裕を持ってせん

と、ライフラインの復旧とか、いろんなこと

ができないかなとは思います。 

 交付税は確かに早く入ってきますけど、交

付税というのは必要なものに使うための交付

税なんで、災害のときだけのためというわけ

でもありませんので、だから今、いずれ何ら

かの方法で、災害復旧の部分に関しては緩和

というのは考えていかなあかんかなと思う反

面、これから耕作放棄地が崩れたときには補

助金が入ってこない。国の支援制度がないん

で、そこを直すときにほっとくのかという問

題も出てくるんで、そこはどういう形で直し

ていくんかというところも、そのまま崩れた

まま置いてくると二次災害、三次災害と起こ

る可能性もあります。やはり、災害の状況を

見て今回のように、じゃあ、国の災害にかか

らないやつの分に関しては50％まで見ましょ

うとか、今回はここまでだったら見れますね

というふうなところを、災害が起こるたびに

臨時的にできる措置というのを考えたほうが

いいのかなというふうにも思っています。 

 ただ、やはり財政的な制約もあります。今

からこれを全部100％見ると言うたときに、ほ

んまに大規模災害が起こったときに、災害に

対する予算でそれを確保できるのか。これか

らは多分、税収も減ってきます。当然、災害

も増えてくるでしょう。そうなったときに、

どこまで財源の確保ができるか、ここまでだ

ったら一般会計で出していきましょうという

のをしっかり見ていかないと、ただ単に今か
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ら制度だけつくって、災害が起こったときに

お金を出せないとなったときに、何のために

つくった制度か分からなくなります。現状で

は、災害が起こったときに農家を支援するた

めにはどういうふうな形を取ればいいのかと

いうことは、これから考えていきたいと思い

ます。 

 ただ、水路についてはちょっと考えらなあ

かんかなと。例えば私道でも、２軒以上の住

宅があれば、それはみなし市道として修繕を

することができますので、そういうところも

含めて、例えば水路の改修はそういう定義を

つくって、農業振興条例にかましながらそう

いうことができるかなと。 

 先ほど耕作放棄地とかの問題で、私が柱本

の芋谷でやった棚田に、１本広い道を入れま

した。これは国の補正予算を使って市にお願

いしてやって、今度、道を入れることによっ

て農業をする人を増やしていくというような

そういうことも、市として今、検討はさせて

いるんですけど、なかなか道がないと農業を

やってくれへんので、逆にそういうふうな振

興策というのもこれから考えていく必要があ

るのかなというふうにも思います。 

 今こうやからこういう制度をつくるではな

くて、本当に災害が起こったときに議会にも

相談して、この制度をこういうふうに臨時的

にやっていきたいというお話をさせていただ

いて、予算の審議をしていくというふうなこ

とにしたほうが、本当にとてつもない大規模

災害が起こったときに、全てを市で面倒を見

るということはできませんので、災害ごとに

その対応というのを考えていますし、今、う

ち、宅地に入った土砂の排除も職員に行って

もらって排除をしていますし、災害の状況に

応じて対応をしていけたらなというふうに思

います。 

 今後どういう災害が起きるか、今より小さ

な災害というのは本当になくなって、大きな

災害ばかりなってくるのかなという反面もあ

ると思います。そういうことも含めて、これ

から考えていきたいと思います。 

 今、ふるさと便というのは、あくまで農家

所得を向上させてほしいということで、一定

の運賃は市で持って、今までＢ級、Ｃ級とか、

なかなか市場に出なかったものを、例えばイ

ンターネット販売をして、それをお金に換え

てもらっているというところもありますし、

これは一部市民の皆さんの、遠くへ行ってい

る息子のために野菜を送ったら無償で送れま

すよというふうなことも使えるんで、これは

二つの側面がありますけど、そういうふうに、

今後、やっぱり状況を見ながら判断をしてい

きたい。ここで100％市が面倒を見るとかとい

う話は非常に難しい、財源的な問題もありま

すし。その中で災害が起こったときに、でき

るだけ早く制度をつくり上げて、農家の人に

案内していけるようにはしていこうと思って

います。 

 ただ、どこまで、災害の種類に本当による

と思いますし、今、農地の話だけなんですけ

ど、例えば果樹が崩れてきたときであったと

きには、やっぱりもっと大きな費用がかかる

と思いますし、20度以上だったら国の補助金

が取れるように、私、県議会のときに意見書

を出して、それを国に認めてもらったという

経緯もありますし、また国に要望もしながら、

もう少しここの部分を農業振興という形で、

農水省とか、２人の参議院議員に伝えていく

とか、そういうことをやっていきたいと思い

ます。なかなか今、その制度をつくっていく

というのは難しいかなと思いますので、ご理

解をお願いします。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）ありがとうございます。 

 そういうことで。さっきちょっとお話しさ
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せてもらったんですけども、食料自給率が下

がっているのが、私は困ったなと思っていて、

だから、農地の補助率を市で面倒を見てとい

う、ピンポイントですぐ食料自給率を上げる

効果って、効果はそんなにすぐには出てこな

いとは思うんですけども、でも、遠回しにで

はありますけども、本当にこのまま食料自給

率が下がり続けるというのは、これじゃいか

んなと思います。でも、こんなもんは国策や

から、地方で何ができるんやと言うたら、確

かにそんなに地方でできることも少ないんだ

ろうとは思いますけども、せめてちょっとで

も食糧を作れる条件を維持していく。減る傾

向にある時代で、だから増やそうというのは

難しいにしても、せめて減らさないように維

持していこうというのが少しでも、食料自給

率の下がっていくのの歯止めになればという

気持ちもあってこのお願いもしたんですけど

も、いろんな考えがある中で、今はそれはで

きませんという、それも確かに理解はいたし

ますので、今後とも食料自給率であるとか、

本当に今、農家がどんな気持ちで米作りをや

っているのかという辺りも、事に触れて見て

いただいて、また将来、手を打つべき時期に、

しかるべき対策を打っていっていただきたい

なと思います。 

 どうもありがとうございました。これで終

わります。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時20分まで休憩いたします。 

（午前10時12分 休憩） 

                     

（午前10時20分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番14、18番 中本君。 

〔18番（中本正人君）登壇〕 

○18番（中本正人君）それでは、通告に従い

まして、一般質問させていただきます。 

 私も21年目の一般質問ということですけど、

今回のように議長を除いた17人全員が一般質

問をするということは、本当に私、記憶にあ

りません。一番最古参の５番議員、どうです

かか。ないですね。私もそう思いました。で

すから、他の議会からも、本当に橋本の市議

会ってすごいなという声を聞きます。これは

本当に我々としても喜ばしいことだと思いま

すし、やはり市民の声を行政に、そして我々

議員の声を行政に訴える絶好の場所だと思い

ますので、私も頑張って一般質問をしていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 今回は市営住宅についての１項目について

お伺いしたいと思います。 

 市営住宅については、昨年６月定例会に続

き２回目の質問となります。 

 令和５年11月１日現在、本市の市営住宅は

28団地で管理戸数は857戸、そのうち入居戸数

は461戸であります。 

 管理戸数の多い団地では、真土団地で管理

戸数116戸で入居戸数50戸、東明団地で管理戸

数105戸で入居戸数37戸となっています。また

木造の団地では、東家（愛宕）団地で管理戸

数18戸で入居戸数ゼロ戸、兵庫（木造）団地

で管理戸数43戸で入居戸数ゼロ、野（城之内）

団地で管理戸数24戸で入居戸数ゼロとなって

います。 

 本市の市営住宅長寿命化計画では、計画の

改定を行った平成30年度時点の管理戸数902

戸のうち531戸を30年後の令和29年度までに

用途廃止することとしており、木造の10団地

については令和９年度までに、真土団地をは

じめとする非木造の７団地については令和９

年度までに用途廃止する計画となっています。 

 用途廃止の現在の進捗についてお伺いいた
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します。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君の質問、

市営住宅に対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）市営住宅について

お答えします。 

 本市では、市営住宅の老朽化解消と人口減

少に伴う必要戸数の減少に対応するため、橋

本市営住宅長寿命化計画に基づき、段階的に

用途廃止を進めています。 

 本計画では、平成30年度時点で128戸あった

木造住宅10団地を令和９年度までに、また非

木造住宅774戸のうち老朽化の進んでいる７

団地403戸を令和29年度までにそれぞれ用途

廃止することとしています。 

 用途廃止の現在の進捗についてですが、令

和９年度までに用途廃止する木造住宅10団地

については、令和４年度で全ての入居者の移

転が完了しており、現在は空き家となった住

宅の除却を進めているところです。 

 また、令和29年度までに用途廃止する非木

造７団地については、令和４年度に対象177

世帯への説明や意向調査を実施し、令和５年

度から移転支援を進めています。本年11月末

時点で既に13世帯の移転済みとなっており、

加えて他市営住宅への住み替えを希望する９

世帯が住み替え先を決定しています。 

 現在の住まいからの移転は、入居者の様々

な面で負担をかけることになると思われます。

今後も引き続き入居者に寄り添った移転支援

を進め、少しでも負担を軽減できるよう努め

てまいります。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君、再質問

ありますか。 

 18番 中本君。 

○18番（中本正人君）ありがとうございます。 

 ただ今の答弁でお聞かせいただきましたの

も、私の１年前の６月定例会での質問の中で

当局の答弁として、令和９年度までの用途廃

止する団地については今年度中に移転を促す

とありましたけども、確かに移転は終わって

おりますけれども、移転にあたり問題等はな

かったのかどうかについてお伺いしたいと思

います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）お答えします。昨

年６月時点での用途廃止10団地のうち東家

（愛宕）団地、野（城之内）団地、兵庫団地、

小田災害住宅の４団地では、14世帯が入居中

という状況でした。対象世帯には丁寧な説明

に努め、無事、令和４年度中に14世帯全ての

移転や譲渡が終わっております。大きな問題

としては発生しておりません。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）どうもご苦労さまです。 

 確かに移転は完了しているということです

よね。これについては私も了解しております

し、これはやはり建築住宅課の皆さんの熱心

な説明等々の結果だと私は評価したいと思い

ます。 

 それでは、次にお伺いしたいのは、令和９

年度までに用途廃止する木造住宅10団地につ

いて、全ての入居者の住み替えが完了してい

るとのことですけれども、団地内でまだ住ん

でいる人を見かける。私もこの質問をするに

あたりまして住宅を見て回ったんですけども、

まだ洗濯等々が干してあるところがたくさん

ありますので、入居ゼロと聞いておったんで

すけども入居者がいてるということは、この

辺についてどうなんですか。お伺いしたいと

思います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）他の市営住宅へ住

み替え等移転の支援を進める中で、どうして
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も継続して入居をしたいという入居者もおら

れます。そういう方には住宅を譲渡しており

まして、現在も団地内でお住まいの方がおら

れるということでございます。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）譲渡したところがある

ということですね。ということは、今のとこ

ろ、譲渡した件数というのは何件ぐらいある

んですか。お願いします。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）譲渡件数ですが、

向島災害住宅で２件に譲渡、兵庫団地でも２

件に譲渡、城之内住宅では６件に譲渡、東家

（愛宕）では２件に譲渡ですので、合計12戸

に譲渡というような形になります。 

 それからまたそれとは別に売却している住

宅もありまして、向島住宅で１件売却、胡麻

生住宅で２件売却、小田災害住宅で１件売却

となっております。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）よく分かりました。除

却した跡地は売却ということになると思うん

ですけど、木造10団地の除却時期、また跡地

の売却について当局はどのように考えている

のか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）10団地のうち胡麻

生、小田災害住宅、向島災害住宅２団地、合

わせて４団地については、入居者への譲渡や

空家バンクを活用した売払いを行っており、

今のところ除却は行っておりません。古佐田

の井出の下住宅及び北山災害住宅の２団地は

既に除却が完了しており、今後、普通財産と

して売却すべく関係部署と協議を進めている

状況でございます。 

 残りの４団地、東家（愛宕）団地、兵庫団

地の一部、野（城之内）住宅、東名古曽災害

住宅については、今年度から順次除却を進め

ておりまして、令和８年度までに全て除却を

完了させ、除却完了後に市有財産として売却

すべく、関係部署と協議を進めていく予定で

ございます。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）令和８年度までに一応

完了ということですね。これは間違いありま

せんか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）入居者は全て移転

完了をしておりますので、あとは予算と費用

をつけていくというようなところで、除却は

計画的に進めていきたいと、そのように思っ

ております。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）よく分かりました。 

 次にお伺いしたいんですけども、私、昨年

度も申し上げましたように、市営住宅に入る

道路が本当に狭いということは、これは皆さ

んもご存じだと思うんですけども、そういう

中で売却するにしても、道路が狭いというと、

やはり売却価格等についても問題があるんじ

ゃないのかなというふうに感じるんですけれ

ども、売却困難な市営住宅をどのように売却

していくのかについて、当局はどのように考

えているのか。今の住宅を見たところ、売却

するにしても道路が狭い。車１台が入るのが

精いっぱいだというところがほとんど多いで

すわね。そういうところを売却と簡単に言い

ますけれども、果たして今の状態で売却とな

ったときにどのぐらいの価値がつくのかなと

考えたときに、やはり当局も考えなくてはい

けないところだと私は思うんですけども、い

かがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）土地を売却してい

く上で敷地と接する道路の幅員が狭い場合、

再建築できないというような可能性が発生す
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ることがあって、様々な要因を考慮する必要

があります。例えば、東家（愛宕）団地や兵

庫団地など規模の大きい団地については、分

筆する場合に、団地内に道路を４ｍ以上の幅

員にして市道認定することで、それぞれの区

画が再建築可能な区画となるように気をつけ

ております。 

 災害住宅などの規模の小さい団地で、工夫

しても再建築できないような場合のところに

ついては、解体してしまえば再建築ができな

いというような状況になってしまいますので、

市空家バンク制度に掲載して、建物付で現状

のままで売却しておりまして、県外の移住者

とマッチングしたというケースもございます。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）大きな団地は道路を広

げていくと、４ｍですか、に広げていくとい

うことですよね。しかし、小さな団地につい

ては現状を妥協して仕方がないということだ

と思うんですけれども、ちょっとしんどいで

すよねというふうに私は感じるんですけども。

４ｍとなれば、これは立派な道路ですから大

丈夫だと思うんですけども。こういう中で実

際、空き地となったときを考えたときに、市

有財産となったときに売却することにあたっ

て、どのような金額で売れるのかなというの

を、もちろん当局は当局なりに考えておられ

るとは思うんですけれども、その辺どのよう

に考えているのか、少し分かる範囲でお教え

願えませんか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）その土地にもよる

んですが、基本的には土地鑑定の評価を行い

まして、その評価に基づいて売却していくと

いうのが基本的な考え方となっております。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）それぐらいの答弁しか

できないですよね。それも私も分かっていて

質問しておるんですけども。 

 それでは、次にお伺いしたいのは、老朽化

した非木造住宅の７団地について、入居者の

意向調査の状況と移転支援の内容というのに

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）老朽化した非木造

７団地についてですが、令和４年度に対象と

なる177世帯に対しまして、移転時期や移転方

法について意向調査を実施いたしました。移

転時期については、令和20年から24年の移転

希望が最も多く、約44％の入居者ができるだ

け長く今の住宅に住み続けたいという意向で

ございました。次に多かったのが、すぐ移転

したいと回答された方が約19％おられました。 

 移転支援としましては、移転補償費の支払

いや他の市営住宅へ住み替えに伴う家賃上昇

への支援などを行うようにしております。そ

うした移転支援についても説明し、移転方法

について意向を確認したところ、他の市営住

宅や市があっせんする民間賃貸住宅への住み

替えを希望される方が最も多く約62％、その

他の方は子ども世帯への同居や施設等への入

居希望をされているという結果でございまし

た。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）意向調査をしていただ

くというのは確かにいいことだと思いますし、

しかし、この意向調査をしたからといって入

居者の気持ちをそのまま尊重してあげること

ができるんですか。というのは、長年住み慣

れた住宅を離れるということはやはり寂しい

と思いますし、まして市営住宅にお住みにな

る方は高齢者が多いという中で、できること

ならばもう少し置いてやりたいと思いますけ

ど、そうもいかないというのが現実だと思い

ますけども、意向調査をして入居者の気持ち

を、意見を後で聞いたところ、移転時期につ
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いては令和20年から24年の希望が多いという

ことも聞きましたけども、果たしてそれが可

能なんですか。それをもう少し説明願います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）意向調査の中で、

できるだけ長く住みたいという方が多くおら

れます。あと、24年までで移転が可能かとい

うようなことでございますが、今の住宅とい

うのは結構老朽化もしておりますので、市と

してはなるべく早く移転していただくという

のがいい考えかなとは思うんですが、やっぱ

り入居者の意向も踏まえながら、説明を丁寧

にして理解していただくというところが大事

やと思っておりますので、入居者に対して誠

実に説明をしていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）難しいですよね、これ

については。しかし、意向調査をした中で、

高齢者の皆さんが多い中で、この意向調査が

果たしてどれだけの効果があるのかというこ

とですよね、私の言いたいのは。やはりでき

るだけ長く今のところで住み続けたいという

気持ちは僕は当たり前だと思います。しかし、

先ほども答弁にあったように、最終期限につ

いては短縮できないということですけども、

じゃあ、何のためのこれは調査なんですか。

しっかりとした説明等を入居者の皆さんに説

明してあげなくては、調査はしてくれたけど

も現実はいっこも変わらないと。早く次の場

所へ移転していってということになるんでし

ょう、最終的には。遅かれ早かれ、どっちに

しててもそうなるんですから。この意向調査

というのは、私には分からないというところ

が多々あるんですよね。 

 そして最終的には市としては、可能な限り

早期に移転を進めていきたいということでし

ょう。ちょっと矛盾していませんか。私はそ

ういうふうに感じるんですけどね。その辺も

う少し具体的な答弁ができませんか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）住み替えにあたっ

ては入居者にとっては大きな負担となってき

ますので、あまり急に進めるということは入

居者にとって非常に負担になっていくという

ようなところであって、矛盾しているという

ところで、市としてはできるだけ早く移転を

進めたいというようなところで、今後、著し

い破損による雨漏りなどが起こった場合は早

期に移転をお願いする場合があるとか、でき

るだけ若く体力のあるうちに移転したほうが

体力的な負担が少ないであるとか、人気のあ

る団地へ移転を希望する場合は抽選になる可

能性が高いなどを説明して、早期に移転する

メリットを理解していただくように努めてい

きたいと思っております。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）確かに私、思うのは、

移転するにあたっても、老朽化した住宅でい

るよりも新しい住宅に移っていただいて、そ

してまた団地の中で数少ない入居者の中で、

やはり大きな団地へ行けば話し相手もおると

いう中で、私は大いにいいことだと思うんで

すけどね。ただ、いつ起こるか分からない災

害等について、もしあってからでは、昨年も

私は言いましたけど、何かあってからでは遅

いと。そういう中でこの20年、あと19年です

よね、実際、24年ですから。この件について

は市長も、私の質問に対して同感というとこ

ろまでもあったですよね。ですから、私はそ

ういうことがあって、今回１年半過ぎました

ので、どのような話合いをしてくれているの

かなというふうに私、期待もしていまして、

それをお聞きしたいなと思っていたのですけ

れども、今の当局の答弁を聞いたところ全然

前に進んでいないと。まして期間を短くする
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どころか何も変わらないような状態だと思う

んですが、その辺、市長、どうなんですか。

お伺いします。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）中本議員の質問にお答

えをします。 

 私どもも強制的にはという考えは全く持っ

ておりませんでして、市営住宅に住んでおら

れる方とよく話をしながらやっていきたい。

そして今、国土交通省のほうで新しい住み替

えに対する制度も、実は20年間ですけど、で

きていまして、一般住宅への借換えのときは

家賃を、ちょっと金額は忘れましたけど、保

証するという制度も今できていまして、そう

いう制度をうまく使いながら、あるいは市で

そういう移転に対しての支援を何ができるか

というところもこれから検討していければな

と思っています。 

 中本議員が言われるように、あまり古いと

ころで地震なんかが起きて、市営住宅が壊れ

たということのないように、やっぱり目標年

度を設定して、それに合わせて私たちとして

も、逆に市民の命を守るという責任もありま

すので、そこの制度を今後、建設部と協議し

ながら、少しでも早く処分ができるように、

住み替えの支援というのも考えていきたいと

思いますし、売却した土地の部分については、

逆に基金に積むような形を取って、それを移

住支援できるような、そういう住み替えして

もらうための基金に積んで、それをうまく活

用していくという方法も考えられるかなと。

今、市営住宅の家賃は全て基金に積んで、そ

この改修をするときはその基金を使って、一

般会計の負担が起こらないようにはしていま

すので、そういうやり方も、売った土地を逆

に活用していくというそういう制度もより一

層早くつくって、できるだけ早く住み替えを

していくようなこと。例えば１棟の民間の今

アパートが余ってきているんで、それを丸々

市で借り上げて、そこへ住み替えをしてもら

う。これも国土交通省の制度にもあるんで、

こういうようなことも考えながら、少しでも

早く住み替えをしていただけるような方法も

新しい制度として考えていきたいなと思って

おりますので、ご理解よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）市長の言われんとする

ことも私は理解できます。ただ、私が申し上

げたいのは、小さな団地は入居者をゼロにし

て売却することによって、それが市の財政に

入っていくと、私はそういう気持ちでこの質

問をさせてもらっているつもりなんですよ。 

 ですから、財政も以前ほどではないとは思

いますけども、やはりまだまだ本市の財政も

決して裕福とは言えませんし、遊んでいると

いう言葉は悪いですけども、入居者ゼロの団

地を売却することによって、私はそのお金を

財政にということをできればいいのになとい

うことで私も今回質問をさせていただいたん

ですけども、ただ、市長がそういうお考えで

あれば、これ以上何ぼ話をしたところで仕方

もありませんし、もうしませんけど、私の気

持ちとしては先ほども言ったように、売却で

きるところは売却できて、一つでも小さな団

地を減らしていくということにこれからも全

力を挙げてほしいということを申し上げまし

て、私の質問を終わりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（森下伸吾君）順番15、４番 梅本君。 

〔４番（梅本知江君）登壇〕 

○４番（梅本知江君）改めまして、皆さん、

おはようございます。 
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 ３日目になりますが、先輩方の一般質問を

お聞きし、とても勉強になっております。本

当にありがとうございます。今回が議員にな

って２回目の一般質問となりますが、少しま

だ緊張しております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 先日、新人議員セミナーに参加してまいり

ました。そこでとてもショックな事実を知り

ました。財政難とは聞いていましたが、令和

３年度の橋本市の決算状況です。人口、産業

構造の似ている泉大津市や貝塚市など、全国

で108ある市町村のうち、財政の状況が何と最

下位の108位だったんです、橋本市が。本当に

びっくりしました。この危機的な状況を私た

ち市会議員、市長をはじめ職員の方々、そし

て市民の皆さまと一致団結して頑張っていか

ないとと改めて痛感いたしました。とともに、

こんな状況の中でも市長や職員の皆さま、本

当にいつもよく頑張っていただいているんだ

なと感謝の気持ちでいっぱいです。ありがと

うございます。 

 しかし、なぜこのような状況なのか。いろ

いろと改善点はあると思いますが、まずは職

員一人ひとりの意識の改革、士気の向上だと

考え、今回の質問とさせていただきます。 

 １、橋本市の核である市役所の活性化につ

いて。 

 明るく元気で楽しいまちづくりのためには、

まず市役所からの発信だと考えます。各課の

コミュニケーションを図ることによって、笑

顔で明るい接客や雰囲気づくり、そして何よ

り市民の方々とともにあいさつの飛び交う市

役所をめざし、今回の一般質問をさせていた

だきたいと思います。 

 ①各課のコミュニケーションについて 

 各課がそれぞれまとまっていることで士気

が上がり、明るく元気な職場になり、市民に

もよりよい対応ができると考えますが、現在、

市では朝礼やミーティングなど、意思疎通を

図る機会を設けてられますか。 

 ②窓口の対応について 

 垣根をなくし、市民の立場になり、市民に

寄り添う対応を望みますが、何か工夫をされ

ていますか。 

 ③あいさつ運動について 

 明るく元気な雰囲気づくりはあいさつから。

職員同士、市民とも意識することが大切と考

えますが、その重要性についてどのように認

識されていますか。 

 ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の質問、

橋本市の核である市役所の活性化に対する答

弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）橋本市の核

である市役所の活性化についてお答えします。 

 まず一点目の各課のコミュニケーションに

ついては、各所属で朝礼を行う際、来庁者を

待たせたり、来庁者に不快な思いをさせたり

することのないよう心がけた上で、どのよう

な方法がいいのかを各所属において検討し、

実施しています。 

 各所属における全体ミーティングについて

は、来庁者を最優先することを配慮した上で、

必要に応じて実施しています。 

 また、連絡事項があるときは、口頭による

伝達のほか、パソコンを使ったメッセージの

やり取りをするなど、状況に応じた方法によ

り意思疎通を図っています。 

 二点目の窓口の対応について、職員が市民

に寄り添う対応をするためには、窓口対応な

どにおける住民満足度の向上が重要であると

考えており、本市においては職員基本研修に

住民満足度向上やクレーム対応の研修を取り

入れ、毎年実施しているところです。 
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 今後もこのような研修を重ね、住民ニーズ

に応じた丁寧かつ誠実な対応ができるように

努めていきたいと考えています。 

 三点目のあいさつ運動について、行政サー

ビスの提供にあたっては接遇はその基礎であ

り、あいさつは接遇の基本であると考えてい

ます。 

 本市の新規採用職員は、和歌山県市町村研

修協議会が実施している接遇マナー研修を受

講することにより、あいさつや表情、態度、

窓口対応、電話対応などの基本的な接遇スキ

ルを学び、市職員として意識の醸成を図って

います。 

 特に窓口においては、接遇の基本を常に心

がけ、橋本市役所を代表して対応していると

いう自覚を持って、迅速かつ丁寧に対応する

よう周知しているところです。 

 今後もあいさつをはじめとした接遇を大切

にし、職員への周知等を徹底するとともに、

ハラスメント研修などによりハラスメントが

起こらない職場づくりに取り組み、職員間の

コミュニケーションを活性化することで、市

役所が明るく元気な雰囲気となるよう努めて

いきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君、再質問

ありますか。 

 ４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 まず１番の各課のコミュニケーションにつ

いてですが、来庁者を優先して朝礼やミーテ

ィングをしているとのことです。どれぐらい

の部署がどのような内容で行ってられますか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）朝礼やミー

ティングは各職場に応じた方法で実施してお

ります。まず朝礼については、ほとんどの職

場で毎日実施しておりまして、本日の予定な

どの確認や報告などが主な内容となっており

ます。各職場は所属職員の人数の多い少ない

や窓口業務、それから現場対応など様々であ

りまして、来庁者市民優先の対応をする中で、

報告や情報共有に努めているところです。 

 公務の性質上、やはり現状のような朝礼が

一番最適であると考えております。またミー

ティングにつきましては、職場の状況や業務

の内容によって様々な方法があると考えます。

職場全体での定期的なミーティングというの

は約４割の職場で実施しているところですが、

このほかにも係単位であったり担当別など、

それぞれの業務において効果的な方法でミー

ティングを行っております。また、定期的に

課内研修を行ってスキルアップに努めている

課もございます。イベントに向けての取組み

であったり、臨時的な業務に係る打合せなど

については定例でないので、特に注意を払い

ながら行っているところであります。 

 また少し見方を変えて、保健福祉センター

におきましては、毎週水曜日にラジオ体操を

しておりまして、センター内の職員が積極的

に参加しているところであります。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）最後のラジオ体操など、

体を動かすことをされているということで、

やっぱり体を動かすことで心も軽くなり、と

てもよいことをされているなと。できれば私

も加わりたいなというふうに感じました。し

かしですが、全体を見たときに、現在、職員

同士のコミュニケーションは取れていて、笑

顔で明るい職場になっていますか。もちろん

業務上での報連相はされていると思いますが、

朝礼やミーティングで士気を高められるよう

なプログラムが必要だと思います。 

 私は８年間銀行に勤めていました。支店長

やリーダーが変わるだけで、業績がアップダ

ウンします。その原因は、アップするときは



－155－ 

どういうときか。上司の方やリーダーたちか

ら進んで笑顔であいさつをしたり、朝礼で笑

顔のあいさつのリピート、「おはようございま

す」「おはようございます」「ありがとうござ

いました」「ありがとうございました」。そう

いうことを毎日、朝して士気を高め、そうす

ることですごく一日元気でいてれる、接客が

できるという、雰囲気もすごく明るくて、い

い支店もありました。 

 そして、ミーティングではただの情報交換

だけではなく、「君、この間のここはよかった

ね」とか、あと職員同士でも「あなたのこの

間、受付でこれがよかったわ」とか、こうい

う褒めて差し上げる。そういうことで皆さん

のコミュニティとか信頼関係が生まれ、本当

にいい関係になって、いい業務につながり結

果が出るんじゃないかというふうに感じてお

ります。それに対していかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）確かに、私

たちここに出席している部長が各部のトップ

になるんですけれども、やはりその上司が一

番心も体も元気で、毎日しょんぼりした顔を

せんと、元気に仕事をすることが大事かなと

思います。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ぜひ今日から、そんな

ふうにしていただけたらうれしいかと思いま

す。ありがとうございます。 

 そして、二つ目の窓口の対応についてとい

うことですが、市民の方から「ちょっと市役

所って行きにくいよね」というお言葉を頂き

ます。そして、「何か雰囲気が暗いよね」って。

福祉センターのほうは新しい建物じゃないで

すか。でも、本庁のほうは建物が古い関係も

あると思うんですけれども。そして先日、私

も何度か、市民課であったり税務課などの窓

口でお世話になりました。どういう待遇をし

てくれるのかなと思い、観察じゃないですけ

れども、どなたも向こうからのあいさつがな

いんですね。「おはようございます」であった

り、「こんにちは」であったり、とても残念に

思いました。でも、私が言ったらちゃんと答

えてはくださいます。でも、いろんな事務手

続きの対応とかはすごく丁寧にしてくださっ

ているんですけれども、やっぱり私はこのあ

いさつというのが基本だと思っています。 

 そしてもう一つは、窓口に行ったときに、

市民課の方はそうではないんですが、ほかの

課で時々あるのが、こっちをぱっと見ている

んですけど見て見ないふりをして、誰か行っ

たらみたいな。実際、そういうのがあるんで

すね。皆さんいろいろ業務に追われてお忙し

いからだと思うんですけど、市民側にとった

らとても寂しいというんですかね、そういう

のをすごく感じさせていただいています。 

 いろいろ研修とかを工夫して受けていただ

いているんですが、できてない実情というの

はなぜだとお考えですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）今、議員か

らご指摘のありましたことにつきましては、

非常に反省すべき点でございますので、早急

に改善を図らないといけないと感じておりま

す。市民の方、やっぱり敷居が高いとかとい

うお声も私たちの耳にも届いております。そ

ういった点では、来られた市民の方の来られ

た目的に応じて対応をするのはもちろんなん

ですけども、その方の状況に応じた対応とい

うのも必要になってくるかなと思います。コ

ミュニケーションを取るというのが本当に接

遇の基本ですし、そのコミュニケーションも、

毎日来てコミュニケーションを交わすという

方ってほとんどいないので、年に数回とか、

年に１回だけとか、初めて来たとか、そうい

う方もいらっしゃるので、本当に窓口の職員
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としてはその方に応じた接遇というのは必要

となってくるスキルだと思っております。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）先ほど市民課、税

務課というお話を頂戴しましたので、私は所

管部長でして、私自らもっと明るく努めて、

しっかりみんなにあいさつをできるように、

ちょっと反省しておるところでございます。

その上で、なかなかやるべき仕事というんで

すか、市民課、税務課においてもかなりシビ

アなところもありましてピリピリしていると

いうところは、正直ミスをすると非常に大き

な問題になりますので、そういうところもあ

ると思います。そういう流れもある中でも、

みんなで和気あいあいとしっかりごあいさつ

できて、住民の方に不快な思いをさせないよ

うに再度徹底させたいと思いますので、ご容

赦ください。私自ら頑張ります。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）たまたま私が行ったの

が市民課と税務課だけだったんです。すみま

せん。ちょっと名指しで言ってしまいました。 

 そして、ちなみになんですけれども、いろ

いろ調べたんですけど、ごあいさつのことで。

一日のうちで11時頃まではおはようございま

すと言ってもおかしくないらしいです。そし

て５時ぐらいまではこんにちは、こんばんは

じゃなくて、こんにちはということでいける

そうです。その他、ありがとうございます、

お待たせいたしました、よろしくお願いいた

します、くどいようですが、毎朝笑顔で、朝

礼でやっぱり訓練をしないと習慣化しないと

思うんですね。そのときは意識があっても、

でも、私もすいません、偉そうに言っている

んですけど、努力して今があります。やっぱ

り銀行ですごく訓練していただいたので、ぜ

ひ朝礼などで、短い時間でいいと思うので習

慣化して。井上部長、ありがとうございます。

井上部長はいつも明るくて、いい上司だと思

うんですけれども、より期待しております。

ありがとうございます。 

 そして次、二つ目の質問になります。市民

に寄り添う対応でいろいろ工夫されているこ

とはあられますか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）市民に寄り

添う対応で工夫はということでおただしいた

だいておるんですけれども、例えば健康福祉

部などで相談に来られた来庁者の方でありま

したり、それから高齢者、小さな子どもを連

れて来られる窓口が健康福祉部では多くござ

います。そういったところでは、落ち着いて

市民の皆さんのご用を傾聴できるように、着

席して対応する窓口を設けておりまして、ま

た説明などにおいても行政用語などを使うの

ではなく、来庁者のご年齢や、それから状況

に応じて分かりやすい言葉で話すことを心が

けております。 

 また、本庁１階のように来庁者が多い窓口

では、できるだけお待ちいただく時間が短縮

できるように、役割分担をしながら窓口対応

をしているところです。先ほどおっしゃって

いただきました見て見ぬふりをするというと

ころは非常に反省すべき点なんですけれども、

窓口で受付をする担当、それからその奥で受

付をした内容について処理をする担当とか、

こういう役割分担を設けてございますので、

そういったところもご理解いただけたらと思

います。 

 それから、スムーズな窓口対応をするには、

やはり職員の知識とスキルが非常に重要とな

ってきます。そういった点で課内で研修をし

たりですとか、また研修の場に参加したりで

すとか、またさらには自己研さんをして、ス

キルの向上に努めたいと思っております。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 
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○４番（梅本知江君）中にはですが、それこ

そ市民課であったり税務課の方でも、カウン

ターの外にまで出ていただいて、座っていた

ら同じ目線に立っていただいて、いろいろ対

応をしていただける方もいてたりと、ここに

今お答えいただいたことはすごくできてはる

と思います。 

 ただ、ほかの工夫として、すごく環境づく

りというのも大切じゃないかなというふうに

感じております。 

 まずですが、総合案内、本庁のところも福

祉センターも総合案内があると思うんですけ

ど、隅にあるので、初めて来られた方って目

につかないというんですかね、すごくもった

いないなと思うんですね。でも、本庁の場合

は入り口がすごく狭いのでスペースも難しい

と思うんですけど、でしたら、来庁された方

に例えば受付担当の方が「おはようございま

す」とか、「こんにちは」とか声をかけていた

だいたら、ここにいてはるんだって分かると

思うんですね。福祉センターのほうもちょっ

と遠いですけれども、そんなふうにお声がけ

いただくと、「すいません、今日はこういう用

事で来たんですけど、どこに行ったらいいで

すか」ということで、市民の方もすごく発信

しやすいんじゃないかなということを感じて

おります。 

 そしてもう一つなんですけど、税務課と市

民課ばかりになってしまうんですけど、すみ

ません。私が関わりがあるのがそうなんです

けど、税務課って、例えば納税に来られる方

がおられると思うんですけど、私も会社を経

営していて、本当に正直大変なときは分納し

ていただいたり、とてもご迷惑をおかけして、

お世話になったこともあります。でも、窓口

でそういうお話をすると、すごく職員の中の

方にも聞こえるし、隣に来庁されている方に

もすごく聞こえるんですね。とても話しづら

かった経験があったり、これは同業者の人か

らも聞いております。相談に行っても、福祉

センターは各課でちゃんとパーティションと

いうかがあって、ちゃんと相談に乗ってくれ

る環境があると思うんですけれども、あとは

市民課でしたら、例えば離婚届とかももらい

に行ったり、出しに行ったりするのがすごく

嫌だということであったり、郵送とかの手段

もあるかもしれないんですけどと思ったとき

に、やっぱりこれは個人情報にもなると思い

ます。市民の方々の立場に立って、例えばで

すが、ロビーがありますですよね、真ん中に。

あそこを今コピー機を置いてパーティション

をされていますけれども、パーティションを

何箇所かして、ちゃんと相談コーナー、周り

には見えない、一対一で話せるような、市民

の方は壁を向いてみたいな形で、そういう場

所を造っていただいて、「ここの窓口で大丈夫

ですか。あちらのほうに行かれますか」とい

うことで、そういう配慮をしていただけたら

すごくうれしいなと思っています。 

 そしてもう一つ、窓口対応の工夫というこ

とで、とても殺風景じゃないですか。でも、

保健福祉センターへ行ってこども課に行った

りすると楽しそうで、いっぱいぺたぺた、い

ろいろ工夫して貼っていただいたり、わくわ

くするような窓口、楽しくなるような工夫を

していただいていますが、大人になってもそ

れは変わらないと思うんですね。窓口で、例

えば今でしたらクリスマスです。ちょっとツ

リーをね、100均とかでもこんなんを売ってい

るんですよ、こんな小さいの。そんなのをち

ょっと窓口に置かれるとか、あと何かそうい

う工夫、来た方にそういう四季を感じていた

だけたり、何かおもてなしをしてもらってい

るなということを感じていただけるようなこ

とをしていただきたいと思うんですが、いか

がでしょうか。 
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○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）私も窓口業

務を長く、この役所人生の中の半分ぐらいは

窓口業務を担当していまして、一つ思うとこ

ろは、本庁の１階の窓口は特になんですけど

も、個人情報に携わる部署でありまして、や

はり個人情報のラインというのはカウンター

かなと私は思っています。カウンターの中が、

職員側からすると中が個人情報を触れるとこ

ろで、カウンターから外がお客さまという、

そういう私はラインを持って対応をしていま

した。 

 なので、ロビーで、先ほどおっしゃられた

対応というのは、例えば婚姻届などは特異日、

昔はクリスマスの日であったりとか、２人が

出会った日であったりとか、バレンタインデ

ーであったりとか、本当にこの橋本市でも12

件ぐらい婚姻届を一日で受け取った日もある。

そういうときはやはり窓口が手狭になってし

まうので、ロビーでお話を聞かせていただい

たりしたことはありましたけれども、やはり

常に窓口へ個人情報を持ち出して手続きをす

るというのは、個人情報のセキュリティーの

関係でしっかり考えていかなあかんなという

ところは思っております。 

 それから、窓口の飾りつけについてなんで

すけれども、本当におっしゃっていただいた

ように季節を感じさせるものであったりとか、

それから、来て心が和むようなものというの

はすごくいいことだと思います。保健福祉セ

ンターを入っていただくときに玄関前の花壇

については、あれは健康福祉部の職員が本当

に丹精込めて育てているお花であったり植物

であります。おっしゃっていただいたように、

子どもが中心に来庁される子育て世代包括支

援センターであったり、それからこども課、

家庭教育支援室などについては、それぞれの

職場の職員であったり、またヘスティアにも

お手伝いいただいて飾りつけをしているとこ

ろです。確かに喜んでいただいているのかな

と思います。 

 一方、この庁舎の１階の窓口というのは、

証明などを求めたり、それから届出をしたり

するのにたくさんの資料を持って来られる窓

口であると思います。今、窓口でそういう資

料を広げながら説明を聞いて、あまりにいろ

いろ並べることで、例えば忘れ物につながっ

たりですとか、窓口が煩雑になってしまうと

いうところも懸念されるので、そこを工夫し

ながら、また職場職場の職員で適宜対応でき

たらなと思います。季節によっては七夕の飾

りを飾ってあったりですとか、先日はまなび

の日にクリスマスツリーにまちづくりの思い

を書いたオーナメントを飾りつけていただい

て、あまりにもいいクリスマスツリーができ

たので、１週間から10日程度、ロビーに飾ら

せていただきました。 

 あと、気をつけないといけないのは、いろ

いろ市役所というのは啓発をしていかないと

いけないところです。国のほうからでしたり

県のほうからでしたり、ポスターなどが来て、

それを貼って啓発はするんですけれども、そ

のポスターが破れていたりとか、窓口の整理

整頓が十分にできるようにというところは常

に心がけていかなければいけないなと思って

おります。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございまし

た。本当に一番たくさんお人が来るところな

のにすごく狭いので、重々私もお気持ちが分

かります。ただ、透明のパーティション、あ

るじゃないですか。置くところがあれでした

ら、そこに例えばクリスマスだったら小さな

リースとか、100均ばかりですいません。こん

なんも売っているので、例えば創意工夫をし

て、今クリスマスのことばかり言っています
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が、お正月、節分、そしておひな祭り、七夕、

いつもされているということですが、お月見

など、お忙しいと思うんですね、そこまでや

られるお時間というのは。でも、各課それぞ

れで工夫して、皆さんで共同作業、それに対

していろいろアイデアを組んですることで、

各課の皆さんのコミュニケーションが深まる

んじゃないかなと、一石二鳥と違うかなとい

うふうにすごく感じておりますので、またぜ

ひお願いしたいと思います。 

 そして、あと、はしぼうの活用なんですけ

ど、私は最初に見たとき、かきぼうと思って

いました。そしたら、はしぼうという名前で、

最初、んって感じだったんですけれども、最

近すごくファンなんですね、かわいくてかわ

いくて。せっかくあのかわいいはしぼうがあ

るので、この間もまなびの日かな、登場され

ていましたよね。子どもたちがばーっと寄っ

ていって、お母さんが写真を撮ったりされて

いましたけれども。福祉センターってお子さ

んが来られるとき多いと思うんですけど、あ

そこでいろいろイベントがある日ってあるじ

ゃないですか。毎日そこでいているわけには

いかないと思うので、たくさんお子さんが来

るときははしぼうに活躍していただいて楽し

んでいただくとか、そうすることで楽しい市

役所になってもらえるんじゃないかなと考え

ます。 

 そうしましたら三つ目、あいさつ運動につ

いてということで、最後の質問とさせていた

だきたいと思います。あいさつ運動、明るく

元気な雰囲気づくりはあいさつからと、くど

いようですけど、すいません、ごあいさつば

かりで、考えるんですが、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）接遇の基本

は、先ほども申したようにあいさつから始ま

るかなと思います。そこからコミュニケーシ

ョンが生まれてくるのかなと思っております。

先ほども申しましたが、まずは職場の上司が

明るく元気に、しょんぼりすることなく仕事

に就くことがまずは大事かなと思っておりま

して、梅本議員の今日の言葉、全部長が聞い

ておりますので、職場に戻って、元気いっぱ

い職務に取り組んでいきたいと思っています。 

 それから、ハラスメントもそうなんですけ

れども、やはりお互いを尊厳しながら、尊重

しながらコミュニケーションを交わすという

のが大事かなと思いますので、例えば職場内

に限らず、廊下で擦れ違ったりとか、それは

職員同士だけではなく来庁いただいている方

についても、明るくあいさつを交わしていき

たいなと思っております。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。

ぜひそうしていただけたらうれしいです。 

 そして、２階ってあまり市民の方は来られ

ないと思うんですけれども、また市民の方が

おられてもごあいさつしていただいたり、で

も、入りやすいようにいつも戸を開けていた

だいたり、いろいろ工夫はしていると思うん

ですけど、今思いついたんですけど、そこの

戸のところでもリースを飾ってもらえたらう

れしいな、各ドアにというのもすごく今思い

つきました。 

 ただ、今日、皆さん聞いていただいて努力

していただけると思うんですけど、やっぱり

職員全員で意識して実行するためにはスロー

ガンが大切だと考えます。例えばですが、日

本一あいさつの飛び交う市役所、日本一笑顔

の素敵な市役所、日本一明るく元気な市役所

など、何か一つスローガン、テーマを決めて、

それに向かって、例えば朝礼で一言最後に言

っていただいて、皆さんで取り組んでいただ

くとかということも必要じゃないのかなとい

うふうに感じます。でも、そうすることで、
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本当に市役所に来た市民の方たちが、市役所

へ行って明るい気持ちになるわって。そして、

親切で愛を感じるわ。日頃、愛を感じること

は少ないと思うんですよ、なかなか。そして、

安心して何でも市役所へ行ったら相談できる

なと、そんなふうに市民の方も気持ちになり、

結果的にですけど、住んでよかったなとか、

住みたくなるまちになり、人口も増え、栄え

た橋本市になるんじゃないかというふうに考

えております。このような基本的なお話しか

私はできないですけれども、少しの経費で効

果的な案だと思っております。 

 最後に、元気なまち橋本市をうたっている

市長、あと具体的に、何か元気になるまちに

対してお考えがおありですか。ぜひ参考に聞

かせていただきたいです。よろしくお願いし

ます。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）梅本議員の質問にお答

えします。 

 テニスでしごいた分が今返ってきたんかな

というふう思っていまして、なかなか難しい

質問で、確かに本当にあいさつというのは大

事なことやと思います。役所の中にも、私に

あいさつをしないやつはいてます。あれ、誰

やと思うんですけど、全然分からんという部

分もありますし、元気のないやつもたくさん

いてるかなとは思います。 

 確かに、私も10年間サラリーマンで、いら

っしゃいませ、ありがとうございますという

のを年間330日ぐらい、僕らの時代は休みがあ

まり取れなかったので、言ってた記憶もあり

ますし、やっぱり来ていただいた方にどれだ

け気持ちのいい接遇をしていくかということ

は本当に大事なことやなと思っていて、いつ

も仕事始め式では、公務員はサービス業やで

と言うんですけども、なかなかそれを理解し

てくれないというところもあります。ただ単

に仕事を機械的に進めていったらいいという

ふうな、例えば前例はこうやったからこれを

せなあかんのやというのが当たり前のように、

この部長連中の中にもいてましたけど、そう

じゃないよということで、今、新たな試み、

去年ぐらいからやっているんですけど。部長

はこれから市民サービスをしていく、業務を

進めていくために何をするんやというのを毎

年出させているんですけど、なかなか具体的

なものが出てきてないということもあって。 

 今回の８番議員の質問で、例えば教育委員

会の件であったり、11番議員の介護の認定の

関係であったり、それって一般質問の通告が

あったら、実はこういうことですと言うてく

る現状もあって、これではまちはよくならん

なというのがありまして、そういうところか

ら、部長がほんまに何をしたいんかというふ

うなところをもう少し部長に理解してもらっ

て、陳情もそうなんですけど、どの部でどう

いう課題があって、これは市では解決できな

いから国にお願いしようとか、これはどうや

っても動きそうにないから国会議員に、小田

井の堰の今回、実施設計の予算が半年前倒し

でつけてもらったり、これから事業が進んで

いくと思いますし、そういうことをやっぱり

部長が今抱えている問題でどういうふうにし

ていくんやというところをやっぱり自分自身

で考えてもらって、私に提言してもらうとい

うふうな形にしていくのが一番かなと。やっ

ぱりそうしないと、まちってよくならないと

思いますし。 

 今回、政策企画課も、今までは財政と一緒

になって予算をカットする役目を持っていた

んですけど、今年から政策は政策をつくれと

いうことで、今、政策は一切予算カットには

入らせません。どういう事業をこれからして

いくんやというのを政策はもっと分析をして、
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それを進めていきなさいという、そういうや

り方に変えて、今年は時間がかかっているん

ですけど、この議会が終わったら来年度予算

に向けて予算査定もしていくようにします。 

 そして、船井総研に入ってもらって、市民

のためにどういう政策を打ち出す、どういう

ことを基本的に進めていったらいいのかとい

うアドバイスを今いろんなところでやってい

ます。重点プロジェクトというところも実は

今、若手職員に考えてもらっていて、そこに

対して船井総研も入ってもらって、職員の提

案を受けてこういうやり方をしましょうかと

いうふうなことを考えています。そういうふ

うにして、今までのトップダウンから、本当

に部がこれから何をしていかなあかんのかと

いうところをいかに私は吸い上げて、予算づ

けをしていくかということだと思います。 

 108番中の108番、そうやなとは思っていま

したけど、これもやっぱり私が市長になった

ときに、平成26年に来ましたけど、27年度の

予算を組もうとしたら、こんなん財政調整基

金が足らんやんというぐらい事業もたくさん

あって、継続事業もたくさんあって、このま

まじゃ自分が思っていたことはもうできへん

という結論を出して、今どこから始めるかと

いうことで、例えば子育て支援というところ

をより充実するためには、ここはあまりお金

がかからへんので、制度をまずつくっていく

ために教育と福祉の連携というのをやって、

部屋からハートブリッジに行って、今その連

携で小・中学校からも親御さんに対する相談

というのが数が増えてきて、やっぱり子育て

支援というところの分野をどこまでやってい

くかという。私は市会議員のときから橋本市

のエンゼルプランのメンバーなんです、ＥＰ

の会長をやっとっただけで。それでつくって、

子育て支援をこう動かしていこうというふう

な、職員とも話をして、これは絶対予算つけ

る、そのために市会議員が入っているんやで

と言ってやったこともありますし、高齢者の

今、第２層の支援協議体もようやくつくって

くれましたけども、これもふるさと財団、堀

田力先生との協力があって進めてきて、今、

第２層の支援協議体。でも、コロナで３年遅

れてしまっているんで、私としてはいらいら

しているところもあるんですけども、これか

ら高齢者支援をどうしていくか。 

 昨日もコミュニティバスの話が出ましたけ

ど、公共交通はできてない。こんなんできる

わけがない。南海りんかんバスがどんどん縮

小してきていて、そしてこれから問題が出て

くるのは、運転士の確保が多分あと10年もし

たら、コミュニティバスの運転は誰がするの

よというような問題も必ず出てくると思いま

すし、そういうことに対してこれからどうい

うような対応をしていくのか。そのために今、

第２層の支援協議体に車を用意したり、今は

高野口だけですけども、そういうところでや

っぱり高齢者が住みやすいまちをつくってい

くということだと思うんです。 

 区・自治会にしても、あと10年後、恐らく

半分ぐらいになるかも分かりませんけど、Ｓ

ＤＧｓの交付金をつくって、そこで17項目に

わたるところで区・自治会が、例えば健康予

防を区でやってくれる、自治会でやってくれ

るとなったら、それに対してＳＤＧｓの交付

金をもらうとか、いろんな事業をしてもらう

ときにはそういう交付金をできるだけ使えれ

るように、補助金じゃなくて交付金にして、

使い勝手のええように、報告書も簡単で済む

ように、そういうふうなことをしながら、子

どもも高齢者も住みやすいまちというのが一

番大事なことやなとは思っています。 

 接遇も、役所も時々市長の手紙で非常に厳

しい言葉を頂くこともありますし、逆に子育

て支援ばかりに力を入れて高齢者はほっとく
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のかよという市長への手紙もありましたし、

なかなかこのバランスも難しいと思います。 

 やっぱりもう一つは、地元の経済というと

ころだと思います。パイル織物もようやく、

下がっていたのが復活を始めています。その

ためには販路開拓の補助金とか新商品の開発

補助金をつくって、そしてもう一度、あのす

ばらしい技術をどう生かしていくか、商品に

変えていって販売していくかというところで、

今そういうふうな制度もつくっていますし、

できるだけ若い人に橋本市で働いてもらおう

とは思って企業誘致、それで税収の確保とい

う部分でやっているんですけど、どうもまだ

今の高校生には大企業志向というのがあって、

紀北工業でもやっぱりホンダとかトヨタとか、

あっちのほうへ行ってしまうのもあるんです

けども、そういう中でも雇用をどうやって確

保していくかというところもこれから大事に

なってくると思います。 

 先ほどから質問のあった、役所へ来ていた

だいたら何でも相談できる体制がやっぱり必

要かなと。ハードルが高いと来てくれません

し、そういうところも考えて、やっぱり来や

すい市役所というのはつくっていかんとあか

んのかなと。私もできるだけあいさつはする

んですけど、返してくれへん職員もいて、こ

のさみしさを受け止めながらおりますけど、

ただ、ほんまに今、私も市長になって、これ

はほんまに間違ったところへ来たんかなと。

本当はばら色の夢を持って、こんなことをや

りたい、ああいうことをやりたいって来たん

ですけど、財政状況がそれを許さなかった。

それで職員の給料カットもする。職員にとっ

たら僕なんてほんまに、はよ出ていけよと思

っているかもわかりませんけど、でも、財政

を守るということは市民を守るということに

つながるものです。お金のないまちには何も

できないんですよ。だから、副市長とも相談

しながら、できるだけ緊急防災・減災事業債

とか、公共施設最適化債とか、国土強靱化と

かで事業を進めるうちで補正予算を取ってき

て、補助金の裏に補正予算を充てて、その充

てた分を交付税で入れてもらって市の負担を

減らす、そういうできるだけ財政を無駄に使

わないようにこれからやっていくということ

だと思っていまして、できるだけ市民の皆さ

んには迷惑をかけないようなお金の使い方と

いうのを考えていきたいと思います。 

 ただ、令和６年から令和11年って本当に、

環境管理センターの建て替え、ごみ焼却場の

大規模改修か建て替え、そして橋本の駅前開

発ももう一度挑戦をしたり、例えばこの間、

９番議員も言われていた高野口中学をどうす

るかによっては、学校の建て替えということ

になると恐らく三十数億円かかってきて、補

助金は３分の１しかないんで、これをどうや

って負担を抑えていくかというところも、こ

れから知恵を出してやっていくというような、

学校の改修も永遠に続いていきますから、そ

ういうことも含めて、そこばかりやり過ぎて

市民のサービスが低下するようなところとい

うのはなかなか難しい部分がありますので、

また今回の一般質問でもたくさんお金の要る

話も聞かせていただきましたけども、これか

らそういうのを精査しながら、できるだけ財

政の健全化を進めながら、市民の皆さんに使

えるお金を増やしていけるように、今後とも

国へも要望は続けますし、自分の人脈をフル

に生かして、そういう制度をつくっていけれ

ばなとは思っていますので、できるだけ頑張

って橋本市がいいまちになっていくように努

力をしていきたいと思いますので、ご理解よ

ろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）市長、ありがとうござ

いました。本当にしなければならないこと、
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たくさんあられると思いますし、それで財源

がよくなっていくとまた気持ちもハッピーに

なって、明るく楽しいまちになると思います。

が、くどいようですが、やっぱりあいさつが

基本で、それをやることで目に見えないもの

ですけど、どんどん財源がよくなって、人が

変わるので財源もよくなっていくと思います

ので、今お話を聞かせていただいて、部長の

皆さまでぜひあいさつ運動のスローガンを決

めていただきまして、明るく元気なまちづく

りにまたお力を貸していただけたらうれしい

と思います。 

 最後になりますが、今日のテーマに合わせ

て、今日、オレンジ色の服を着てきました。

ちょっと派手かなと思ったんですけれども、

カラーセラピーでオレンジ色というのは、明

るく元気という意味があるんですね。それで

買ってきて、この服を着させていただいたん

ですけれども、今日、朝、鏡を見て、自分自

身も明るくなりました。皆さんもいかがです

か。ちょっと気分が明るくなっていただけま

したですか。 

 ということで、各課のデコレーション、工

夫して、いろんな色合いで楽しめるようなデ

コレーションを作っていただくことを楽しみ

にしております。 

 これで質問を終わらせていただきます。長

時間、どうもありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、13時まで休憩をいたします。 

（午前11時40分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 この際、当局より発言の申出がありますの

で、これを許します。 

 建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）午前中、18番 中

本議員の一般質問に対する答弁について、補

足説明をさせていただきます。 

 答弁の中で、市営住宅の譲渡と表現をさせ

ていただいた部分がございましたが、ここで

言う譲渡とは、入居者への有償による譲渡の

意味でございます。また、売却と表現させて

いただいた部分につきましては、空家バンク

を活用し、入居者以外の方への売払いの意味

でございます。 

 以上、補足させていただきます。 

○議長（森下伸吾君）ご了承願います。 

 それでは、順番16、６番 髙本君。 

〔６番（髙本勝次君）登壇〕 

○６番（髙本勝次君）皆さん、改めて、こん

にちは。よろしくお願いいたします。あと２

人ということで、よろしくお願いいたします。 

 通告に従いまして、一般質問を予定どおり

行いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 今回、２項目ありまして、まず初めの１項

目めは、必要としている人が利用できる生活

保護制度へというテーマでございます。 

 急激な物価高が国民の暮らしを直撃し、所

得の低い人ほど深刻な影響を受けています。

とりわけ生活保護を利用する人たちは、2013

年からの保護基準引下げなどによって苦しい

生活を強いられています。 

 日本共産党国会議員団は、保護基準引上げ

と物価高騰に見合う保護費の増額、申請しや

すい運用への改善などを求めて国会でも取り

上げているところです。 

 また、保護基準引下げについては、政府決

定を違法とする司法判断が相次いでいます。

せんだっても名古屋で高裁でありましたが。 

 ①令和４年度で生活保護の相談に来られた
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人数は何人ですか。そのうち生活保護の申請

に至った人数と世帯数は何世帯ですか。生活

保護の申請に至らなかった方はその理由と、

どういう対応になったのかお尋ねします。 

 ②として、扶養照会されている世帯数は何

世帯ですか。そのうち経済的支援につながっ

た人数は何人ですか。 

 ③として、相談を受けておられるケースワ

ーカーの人数は何人でしょうか。１人で受け

持っている世帯数は何世帯ですか。 

 ④として、生活保護の申請相談に来られた

方に社会福祉協議会での当面の生活つなぎ資

金というか、これを借りるように勧められて

おるのですか。令和４年度で生活つなぎ資金

を利用された人数と年間総額はいくらですか。

返済状況はどうなっているでしょうか。 

 ⑤として、生活保護世帯で子どもが高校や

大学へ入学を希望される世帯があった場合、

生活扶助についてどのように対応されている

のですか。 

 ⑥として、夏季の間、空調機の冷房代がか

なり必要となりますが、夏季一時金的な生活

扶助はどのようにされていますか。 

 ⑦として、身体状態が悪く通院するため、

家族が送迎にどうしても必要な場合など、特

別な条件がある場合は自動車の保有を許可し

ていますか。許可しない場合、通院の交通費、

身体状態によってはタクシー利用でも交通費

は扶助されるのですか。 

 ⑧として、他の自治体では生活保護制度の

周知を進めるよう、「生活保護の申請は国民の

権利です」と書かれたポスターを市役所や福

祉事務所に掲示しているところが徐々に今増

えてきています。幾つかの例を挙げますと、

全国で初めてこれを掲示したのが札幌市です。

大阪では寝屋川市、枚方市です。そのほか、

相模原市、南魚沼市などがあります。本市で

もぜひこれを掲示していただくよう提案いた

します。 

 二つ目の項目として、希望を持って暮らせ

る認知症施策をということで、さきの通常国

会で、共生社会の実現を推進するための認知

症基本法が全会一致で成立しております。全

ての認知症の人が基本的人権を享有する個人

として、自らの意思によって日常生活及び社

会生活を営むことができるようにするなどを

基本理念に掲げました。国や地方自治体は、

基本理念に基づきどんな取組みをするかの計

画をつくることが今求められています。計画

作成の際、当事者や家族などの意見を聞くこ

とも明記されました。認知症の人が個性や尊

厳を保障されて、希望を持って暮らせる社会

づくりへ向けた重要な一歩となっております。 

 本市の認知症施策の現状と今後の取組みに

ついてお尋ねします。 

 ①として、本市の総人口と高齢者人口、高

齢化率は現状どうなっていますか。 

 ②として、認知症の人の将来推計は、全国

で２年後の2025年には730万人になると言わ

れています。特に75歳以降の年齢とともに有

病率が急上昇しています。本市の地域包括支

援センターで認知症の相談件数は令和元年度

から令和４年度まで、それぞれ何件ありまし

たか。 

 ③で、認知症の相談は家族やケアマネジャ

ー、医療機関など、どういうところからの相

談が多いでしょうか。 

 ④として、認知症地域支援推進員はどうい

う方がなられて、何人おられるのですか。 

 ⑤として、和歌山市では認知症見守り支援

員の取組みとして、認知症の人を介護する家

族の外出時や休息したい時間に認知症の人を

見守る支援員がおり、１か月15時間以内で、

利用時間１時間147円でしていただいている

制度があります。本市でも認知症の本人や家

族の支援として取組みを提案いたします。 
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 ⑥として、認知症の人とその家族の会の活

動として、地域の人や専門家と相互に情報を

共有する場として、認知症カフェの取組みが

あります。現在、市内に３箇所で認知症カフ

ェの活動をされておられますが、その活動を

維持、継続、運営していくための後継者で不

安があるように聞いています。どのように対

応をしていくのかお尋ねします。 

 最後に七つ目、認知症カフェを維持運営し

ていくための年間の補助制度があるのでしょ

うか。施設を借りるにも、送迎の交通費など

も、現状や今後も必要になってきます。ぜひ

施策を考えていただきたいと思います。 

 壇上からの質問は以上でございます。どう

ぞ答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の質問項

目１、必要としている人が利用できる生活保

護制度へに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）必要としてい

る人が利用できる生活保護制度についてお答

えします。 

 まず一点目の令和４年度で生活保護の相談

に来られた人数は109人であり、そのうち生活

保護の申請に至った人数は62人、世帯数は47

世帯でした。 

 申請に至らなかった主な理由としては、生

活保護制度についての説明を希望されるもの

や、来庁者や本人ではなく、親族であったり、

介護や障がい・医療などの支援機関の職員か

らの相談であった、などが挙げられます。 

 これら申請に至らなかった方に対しては、

生活保護制度や他法・他施策の説明を行うと

ともに、生活保護の相談や申請は随時できる

旨を説明しています。 

 なお、令和４年度の相談において、他法・

他施策の説明を行う中で、橋本市社会福祉協

議会が窓口となっている総合支援資金、緊急

小口資金に関し、より詳細な説明を希望した

方については社会福祉協議会へ案内しました。 

 次に二点目の扶養照会については、令和４

年度に生活保護の申請に至った47世帯全てに

対し扶養照会を行っており、そのうち経済的

支援につながったケースはありませんでした。 

 次に三点目のケースワーカーの人数につい

ては、現在、生活保護の業務に携わっている

ケースワーカーは４人であり、１人が受け持

った世帯数は70から80世帯となっています。 

 次に四点目の生活つなぎ資金については、

一点目の答弁のとおり、生活保護の相談に来

られた方に対し、必要に応じ社会福祉協議会

が窓口となっている総合支援資金、緊急小口

資金について説明を行い、状況により社会福

祉協議会へ案内しています。 

 令和４年度において、総合支援資金、緊急

小口資金を利用された人数及び年間総額につ

いて社会福祉協議会に確認したところ、総合

支援資金は38人、2,067万4,000円、緊急小口

資金は43人、792万円とのことです。 

 なお、令和４年度に利用された方の返済状

況については、総合支援資金及び緊急小口資

金ともに最長１年間、償還の据置期間がある

ことから令和４年度の償還はありませんが、

令和５年度から順次償還が始まっているとの

ことです。 

 次に五点目の生活保護世帯で子どもが進学

を希望される場合ですが、高校進学を希望さ

れる場合は、生活保護制度に基づき、入学準

備費や教材費、授業料、通学費等を高等学校

等就学費として支給します。大学進学を希望

される場合については、制度上、高校進学者

のような入学等に関する給付金はありません

が、大学進学者の新生活の準備資金として進

学準備給付金を支給します。 

 次に六点目の夏季の冷房代については、生
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活保護制度上、一時金などの生活扶助はあり

ません。 

 次に七点目の自動車の保有については、各

世帯の事情を生活保護制度と照らし合わせ、

個別に判断の上、その可否を決定しています。 

 なお、自動車の保有を許可しない場合につ

いては、タクシーの利用も含め、必要に応じ

て移送費として交通費を支給しています。 

 最後に八点目の生活保護制度の周知ポスタ

ーについては、既に実施している自治体を参

考に、本市でも周知ポスターを作成し、市役

所本庁舎及び保健福祉センター内に掲示しま

す。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そしたら、はじめに一

点目お聞きします。最初の質問の生活保護の

相談や申請についてお尋ねいたします。生活

保護の相談や申請に来られた方に、本市の生

活保護制度の扱いについて生活保護のしおり

というのを作っておられますが、それを渡し

て説明されておるのでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おただしのと

おり、本市ではしおりを作り、それに基づき

生活保護の概要、またその他必要なものにつ

いては、相手方の要望によって順次説明をさ

せていただいているところです。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）分かりました。 

 そしたら、二つ目お聞きします。和歌山市

と海南市では生活保護のしおりを市のホーム

ページで公表されていますが、本市では公表

されていません。本市は生活保護制度につい

てホームページで幾つか周知されているとこ

ろがありますが、それでも生活保護のしおり

の内容についてまで掲載しておりません。本

市では、ほかの障がい福祉のしおりというの

は詳しく、かなり長いページでホームページ

で紹介されています。ホームページで生活保

護のしおりについても、ぜひともお知らせす

るために周知していただきたいと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おただしのと

おり現在、ホームページでは載せておりませ

ん。他市の状況も鑑みながら、今後、ホーム

ページのアップといいますか、そちらについ

ては課内のほうで検討したいと思います。直

ちにというところは、今のところ考えており

ません。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）障がい福祉のしおりと

いうのは私が見ましたら、詳しくホームペー

ジで書かれておりました。同じように生活保

護のしおりもホームページで周知していただ

くことに何ら問題がないと思いますので、ホ

ームページで知らせていただいたら、いろい

ろ見ておられる方も参考になるかと思います

ので、ぜひともお考えいただいて、ホームペ

ージで掲載する方向でよろしくお願いいたし

ます。 

 そしたら、三つ目にお聞きしたいんですが、

生活保護のしおりには医療費についての説明

は本当に詳しく、私が見ましたらかなり詳し

く書いてありました。ところが、収入の申告

義務に関して、控除できる分についての説明

がありません。未成年者の収入についても申

告義務と併せて、控除についての説明もして

おくべきじゃないかと思います。この点で言

いますと岩出市のしおりでは、控除の説明が

きちっとされており、高校生のアルバイト収

入の申告義務及び控除について詳しい説明が

掲載されておりました。本市でも岩出市のよ

うに義務ばかりじゃなくて、控除できるとこ
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ろの記載もぜひとも書いていただいて、それ

と同時に、扶助の制度には八つ種類があるん

ですが、その八つの種類についても併せてし

おりに書いていただきたいと思うんです。ち

ょっと抜けているように思いますので、ぜひ

ともそうするようにしていただきたいんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ご提案ありが

とうございます。しおりにつきましては説明

が多岐にわたりますので、非常に細かく細か

くなっていくところがございます。相談に来

られる方というのは概ね年齢が高い方が多い

ために、そういった方向けになっているのか

なというふうに思っております。今後、別冊

にもなるかもしれませんけれども、そういっ

た高校生とか、その他副収入のある場合の収

入の控除につきまして、しおりにつける補足

資料として、できるものであれば考えていき

たいと思います。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）岩出市は親切にそうい

うところを抜かりなく書いておられるんで、

ここまで書いておいたほうが親切だと思いま

すので、ぜひともしおりにそういった未成年

者の収入の件については、詳しく岩出市は書

いておられるので、次回見直しをされるとき

に記入していただけるようにお願いしたいと

思います。 

 そしたら四つ目なんですが、六点目にお尋

ねしました、最近、気候変動で猛暑日が記録

的に増えております。熱中症対策のためにも

エアコンの運転時間が長くなり、電気料金が

かなり増加しています。そのために食生活を

節約するなど、厳しい生活を強いられている

のが現状であるように聞いております。そこ

で、市の施策として夏季一時金的なそういう

支給を生活扶助費として少しでも支援いただ

けたらものすごく助かるんですが、ご検討い

ただくのは無理でしょうか。お尋ねします。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）夏季の非常に

猛暑が続いていて、熱中症対策としてエアコ

ン等を使ってくださいということで広報等も

しております。国のほうにもそういった形で

夏季一時金といいますか、夏季の冷房費に当

たるものを加算してくださいという要望はし

ております。ただ、本市独自で、生活保護に

特別に加算して夏季加算の新設というところ

は、制度上、考えておりません。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）電気代が本当に飛び抜

けて上がっておるので、そういう意味では本

当に現状、生活保護者の夏場のエアコン使用、

極端な言い方をしたら、本当にエアコンを止

めて扇風機を回して窓を開けてというような

ことをなさる方がおられると思うんですが、

やっぱり電気代がかなりかさんでくると思い

ますので、そういう意味では夏場一時的にそ

ういった支援をする生活扶助というのは検討

していかないと、今後ますます、毎年毎年暑

くなってきているんで、検討の課題にぜひと

も入れていただきたいと思うんですが、どう

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）本市単独でと

いうところは考えておりませんけれども、国

のほうで物価の高騰とか、その辺も考慮をさ

れて生活扶助費というのが決まってきます。

例えば、とある家庭をモデルにしますと、令

和４年10月の１人世帯で40歳の場合とします

と、６万8,430円が一月の生活扶助費でしたが、

１年たちますと６万9,080円ということで加

算されております。また物価高騰対策での新

たな加算として、国のほうでは1,000円の加算

もしていることから、それなりの国の対策は
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されているのかなと思います。 

 ただし、これで夏の対策が済んだかという

とまた別の話でございますので、国等への要

望は引き続きやっていきたいというふうに考

えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）この問題は本当にこれ

までの議員の質問にもありましたけども、命

に関わる問題というか、大げさに言えばそう

かもわかりませんのやけど、国の制度として

そこまで支給をするようになっていないんで

すけども、今後、県にもそういうふうな声を

届けていただきたいし、国に対してもこうい

う要望も上げていただけるように、そういう

ような声を今後要望してくださるようにお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）その件につき

ましては先ほども言いましたように、既に近

畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会とい

うところがありまして、令和４年の11月21日

に厚生労働省のほうにそういった要望も届け

ております。これが最後になるわけではなく、

引き続きこういった近畿ブロック都市福祉事

務所長連絡協議会等に改めて要望の旨をお伝

えして、粘り強い国への要望をしていきたい

というふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そしたら、取りあえず

１番目の質問はこれで。 

 次に、二つ目に行きたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、希

望を持って暮らせる認知症施策をに対する答

弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）希望を持って

暮らせる認知症施策をについてお答えします。 

 一点目の本市の総人口と高齢者人口、高齢

化率は、令和５年10月時点で、総人口は５万

9,745人、65歳以上の高齢者人口は２万630人、

高齢化率は34.5％です。 

 二点目の本市の地域包括支援センターにお

ける認知症の相談件数は、令和元年度は516

件、令和２年度は742件、令和３年度は806件、

令和４年度は662件となっています。 

 三点目の地域包括支援センターが受ける認

知症の相談は、一緒に過ごす時間の多い家族

からの相談が最も多い状況ですが、ケアマネ

ジャー、医療機関のほか民生委員や地域の方、

また警察、消防など行政機関からも相談、連

絡があります。 

 四点目の認知症地域支援推進員は、平成30

年度から全ての市町村に配置することとなっ

ており、各市町村が進めている認知症施策の

推進や地域における認知症の方の医療・介護

等の支援ネットワーク構築を担い、地域の特

徴や課題に応じた取組みをしています。本市

では、地域包括支援センターの保健師２名と

社会福祉士１名が推進員となっています。 

 五点目の認知症見守り支援員制度は、講習

等を受けた支援員が当事者の話し相手や簡単

な見守りをすることにより、介護をしている

家族が休息できる時間をつくる仕組みです。

本市においても地域における見守りは必要で

あると考えていますが、当事者の状態が日ご

とに変化する可能性があることから、家庭に

入っての見守りはボランティア要素の強いも

のではなく、専門職によるサービスの利用を

優先するほうがよいと考えていますので、今

のところ仕組み導入については予定していま

せん。 

 六点目の認知症カフェの後継者についてで

すが、認知症カフェでは当事者やその家族が

集まり、それぞれの近況報告や自分たちで考

えた取組みを実施しています。認知症と診断
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されても、できることに取り組んでいくこと

が進行予防につながることから、地域包括支

援センターに相談に来られた当事者やその家

族に、みかんの会や認知症カフェの参加を呼

びかけをしています。また、本年９月から伊

都中央高校において高校生も参加しての認知

症カフェも始まり、地域への展開が広がって

います。これらの取組みにより認知症カフェ

や認知症に対する地域住民への理解が進み、

地域共生社会につながる活動ができると考え

ており、この活動を通して、みかんの会など

の認知症カフェを運営していただける協力者

が増えるよう、当事者や家族とともに継続し

て取り組んでいきたいと考えています。 

 七点目の認知症カフェに対する補助制度に

ついて、認知症カフェは当事者の方々を中心

に開催時には数百円程度の実費相当を負担し、

できる範囲で取り組んでいることから、現在、

補助制度はなく、地域包括支援センター等の

市職員もこの取組みをサポートしていること

から、補助制度の導入の予定は今のところあ

りません。 

○議長（森下伸吾君）８番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ８番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そしたら、はじめに１

点目お聞きいたします。本市の認知症施策は、

「みまもり・あんしん認知症ガイドブック」

というのが発行されておりまして、ここで具

体的な取組みを示されております。これを推

進するにあたって地域包括支援センター、中

でも担当されておられる保健師や認知症地域

支援推進員は、現場でかなりいろいろ苦労を

されていることと思います。その中で今一番

課題となっていることをお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）地域包括支援

センターの保健師等を中心に、いろいろな事

業のサポートとか、相談の受付とかもしてい

ます。現在、相談業務が非常に多くなってき

ていることから、それぞれの社会資源につな

げていくというようなところがあります。う

まくつながればいいんですけれども、なかな

かこういった認知症も進行するのを極力抑え

ていく、重度化防止をするのにいろんな社会

資源を使っていく。そこにつなげていくとこ

ろが、今のところでは課題となっています。

また、医療機関の先生方からもご相談いただ

くんですけれども、全体的に医療機関の方が

「市役所へ行ってよ」というような話にはつ

ながっていないところも、もしかしたらある

かもしれません。 

 現在、市民病院の物忘れ外来とか、紀北病

院に新たな認知症の外来ができております。

そういったところにつきましては、各市町村

に積極的に相談してくださいというところと

か、情報提供のほうを頂いております。また、

伊都医師会の先生方や中井先生も中心に、非

常に積極的に進めているところですけれども、

医療機関からの情報提供、こういったところ

も私どもは待っておるところです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）分かりました。本当に

認知症というのは難しい問題で、よく分かり

ます。どうやって本当に早期発見、早期対応

をしていくこということがすごく課題だと思

うんですけども、難しい。どうすればできる

かというのは難しいところなのはよく分かる

んですけども、医療機関ともタイアップしな

がらこれから進めていくことが大事かなとは、

よく分かります。ぜひよろしくお願いします。 

 二点目にお聞きします。認知症は早期の発

見が大切と言われています。生活習慣病をは

じめ多くの病気がそうですが、認知症もまた
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早期の発見と治療がとても大切な病気です。

認知症は早期に発見して適切な対処をすれば、

その人らしい充実した暮らしができると言わ

れています。年齢による物忘れと認知症の物

忘れの中間的な状態の軽度の認知症、いわゆ

る認知症の予備軍と言われているんですが、

これが二、三割ほどを占めています。それを

ほっておくと、四、五年後には認知症になる

という報告もされております。チェックリス

トを参考に幾つかの思い当たることがあれば、

早めにかかりつけ医や地域包括支援センター

などに相談することが大切であると言われて

います。本市の地域包括支援センターにおけ

る認知症の相談件数は、先ほど言われました

令和４年度で662件となっています。これだけ

多くの相談件数があるんですが、これに対し

てどのような対応で、相談に来られた方に対

して対応をされているのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）相談に来られ

た方の対応についてですけれども、いろんな

相談を受ける中で、やっぱり初期の方、軽度

の方というのは「自分は認知症じゃないよ」

というような拒否というか、認識がなかなか

持たれない方もいらっしゃるのはいらっしゃ

います。そんな中でうちのほうのチェックリ

ストを使いながら、包括の職員がさりげなく

相談に来られた方の生活状況を聞き取りなが

ら、認知症のどういった社会資源に結びつけ

ていくかというのを日々検討しているという

ところです。そういったところがあればチー

ム会議というのも開いておりますし、それか

ら、例えば認知症の疾患の臨床診断を受けて

いないとか、継続的なサービスを受けていな

いとか、介護サービスがもともと使っていた

んだけど中断しているとかというそんなケー

スもありますので、そんなときというのは認

知症の初期集中支援チーム、推進のチームが

ありますので、そこの会議にかけたりして、

より適切なケアができるようにということで

工夫しています。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そしたら三つ目にお聞

きしたいんですが、本市でも高齢者がこれか

らどんどん増えて、高齢化率が上がっていく

と思うんですが、認知症疾患の方もこれから

増えるということは十分に考えられます。本

市での認知症疾患の方は今現在どれくらいお

られると見ておられるのかと、もう一つ、今

後増加していく傾向にあると思うんですが、

その増加傾向をどのようにご判断されている

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）認知症の実態

というか実数につきましては、なかなか把握

はしづらいところでございます。そんな中で

国が示しているところでいうと、2025年では

５人に１人、それから2040年では４人に１人

というところから推計しますと、現在、２万

人いらっしゃる高齢者の中で20％ということ

で、4,000人ぐらいがいるのかなというふうに

考えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）今ご答弁を頂いたよう

に、かなりの数にこれからどんどん増えてく

るかと思うんですが、そういう状況を見越し

て、私は思うんですが、新たな対応策という

か総合計画のようなのを持ってかからないと、

今後の対応がなかなかできていかないように

すごく思うんです。今申し上げたように、新

たな対応策や総合計画というのをつくってい

かなくてはならないと思うんですが、その辺

見解はどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（久保雅裕君）国のほうでも

市町村のほうに、そういった新たな計画につ

いては立てるようにお話があるところです。

また、当事者の意見も十分聞きつつというこ

とで、認知症の当事者の方のご意見もいろい

ろ聞かせていただきながら冊子等も作ってい

ます。また、認知症施策の会議があります。

医療機関の先生とかいろいろ入っていただい

て協議をさせていただいているんですけれど

も、そこで本人たちの意見とかも聞きながら

ということで進めておりますので、今後、計

画を立てる場合にあっても、そういった方の

意見、それから有識者の意見等を聞きながら

立てていく必要があるというふうに考えてい

ます。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）おっしゃっていただい

たように、ほんまに急速にこれから増えてい

くかと思いますので、総合的な計画というか、

今後の見通しを見ながら、そういう計画とい

うの、会議の場で逐一相談しながらつくって

いけるようにできたらと思いますので、ぜひ

ともお考えいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 そしたら五点目にお聞きします。認知症の

本人と家族の交流の場である認知症カフェに

ついて質問したいと思います。地域包括支援

センターと当事者で取り組んでいただいてい

ることを私はうれしく思っております。大変

でしょうが、今後どのような形で推進してい

こうとされるのか、またそのためにどういう

課題があるのかを併せてお尋ねします。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）みかんの会と

いう当事者と家族の会というのもあります。

また地域におきましては、現在３箇所といい

ますか、１箇所はお休みされているんですけ

れども、隅田地区、山内地区のほうで里山カ

フェというのと、信太のほうでは信太カフェ

というところでカフェが運営されています。

こういった機運というのが、城山台のほうで

もできつつあるということは私のほうに聞い

ております。特定の地域だけではなくて、全

体的にこういったカフェがあって、認知症の

方だけでなく地域の方が参加できる、そんな

カフェをつくっていく必要があるかとは思い

ます。 

 このカフェの開催時にどういったイベント

というか、レクリエーションをするかという

ところにつきましては、市の職員はあくまで

もサポートする立場でありまして、参加者本

人や参加される家族の方がそういったイベン

トを考える、企画する。市の職員として何か

お手伝いできる部分があれば、積極的にサポ

ートしているというようなところが実情です。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）全国的に認知症カフェ

というのは、いろいろな取組みの形があって

されているところなんですが、一つお聞きし

たい。こんなことがあるということで、認知

症カフェというのはこれから維持して、また

継続してどんどん広げていくということも大

事やし、今、市内では３箇所ということでな

っております。この間、訪ねていって直接聞

いてきたんですが、かつらぎ町では直接、担

当者に聞いてきたんですが、かつらぎ町やっ

たら６箇所、今、運営をされているそうです。

進め方がまたちょっと違うんですが。私、こ

うすればどうかなと思ったりもするんですが、

現在、３箇所で皆さん頑張って進めていただ

いているんですが、私の思うのは、市の担当

されている方と、市当局の担当される方とキ

ャラバンメイト、それに加えて認知症サポー

ター数人、そういった人たちが協力していた

だいて、認知症カフェを運営していくことに

関わっていただくことが、この認知症カフェ
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を大いに広げていくことにつながるし、維持

していくことにつながっていくのではないか

と。それに加えて、認知症本人や家族とが一

緒に取り組めたらとすごく思っております。

そういった認知症、運営していく仕組みとい

うか、そういう仕組みづくりね、いろいろ工

夫が要るかとは思うんですが、どのように進

めたらいいか、お考えがあるんでしたらお聞

きしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）市内のカフェ

につきましては、市の担当者が毎回出席させ

ていただいたり、時間が合えばキャラバンメ

イトやサポーターも同席していただいて、カ

フェの盛り上げ役といいますか、陰ながら支

えているというところはあります。すぐに新

たな手法がというのはなかなか私の中では思

いつきませんけれども、こういった運営の仕

組みというのはあくまでも当事者が認知症の

進行を抑えるためにいろいろ考えていただい

たり、手先を使っていただいたりというとこ

ろがありますので、あくまでも認知症の方中

心というか、作業を取ると言うと語弊があり

ますけれども、そこを除外して自分らで運営

をしていくのではなくて、あくまでも当事者

や家族がこういった催物をしていくことが大

事だなというふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）かつらぎ町、６箇所も

たくさん、橋本市の倍あるんですが、どんな

ふうな進め方や運営をしているんですかと尋

ねてみたんです。そしたら、本市で同じよう

なことができるか難しいということは分かる

んですが、かつらぎ町では全て６箇所、喫茶

店を借りているんです。橋本市で、スーパー

センターオークワでやっておられたところが

なくなってしまったようなことがあって、関

わっている方にいろいろ聞いてみましたら、

テーブルを囲んで、私、これは想像なんです

が、周りの人にあそこに座っている人たち、

認知症の皆さんの集まりですって、認知症っ

て見られたらどうも抵抗があるんではないか

なというようなことも当事者からも聞いたり

しているんですが、そういう意味では、かつ

らぎ町の場合は全部６箇所喫茶店を、一軒一

軒喫茶店を回って、「協力してくれませんか」、

「協力しますよ」ということで、コーヒーと

お茶とちょっとした菓子を出しながら、十数

人集まっているらしいんです。同じことをで

きるとは思わないんですが、私、思いました

のは、ここは保健師１人と、その認知症カフ

ェにね、ほんでそれと、先ほど言っていまし

た認知症地域支援推進員１名、それと認知症

サポーター二、三人の方でいろいろ準備しな

がらやっているらしいんです。だから、私、

すごく思ったんですが、認知症サポーターと

いうのが、さっきも言いましたキャラバンメ

イトの人たちも大変でしょうけど、そういっ

た人たちを認知症カフェに関わってくださる

ような、そういう協議をしていただいて、ご

苦労ですけど、やったるよという人が私はお

ると思うんです。そういう意味で、今こちら

では地域支援センターでやっている、かなり

苦労をされておるように聞いております、現

在、３箇所やっておられるのがね。もっとか

なりたくさん認知症サポーターの方がおられ

ると思うんで、認知症サポーターの人たちに

ぜひ協力していただきたいということで、そ

ういう仕組みというかシステムをつくってい

けば、もっとこのカフェができるように広が

っていくんじゃないかなとすごく思っている

んですが、そういう仕組みづくりというか、

考えていただきたいなとすごく思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）今後、カフェ
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が広がってくると、やはり人手不足といいま

すか、その辺も出てくるかと思います。認知

症サポーターというのは、サポーター養成講

座を受けた方がサポーターとして登録される。

そんな中で、本市のおいては多分8,000人を既

に超えているのかなというふうに思っていま

す。概ね今、小学校、中学校、高校のほうに

お邪魔させていただいて、サポーター養成講

座もしつつ、父兄の方も巻き込みつつ、そう

いった裾野を広げているところです。こうい

ったサポーター、もしこういったカフェに協

力していただける方があれば、うちのほうは

お受けさせていただいて行っていただくとい

うことも可能ですですので、今後、カフェが

さらに充実してくる中で、サポーターのご協

力もというところは考えていきたいと思いま

す。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）最後になりますが、も

のすごい難しい問題ということはよく分かっ

ています。初期診断なんてチェックシートな

んかで、ご本人は自分は認知症と認めたくな

い、知られたくないというのが、どうしても

そういう意識があるし、また表に出ると、色

目で見られたり、また偏見の目で見られると

いうような意識はすごく持っておられると思

うんです。だから、そういう意味で余計、当

事者を含めて、家族も含めて、どうしたらう

まくこれから認知症の問題についてアタック

できるんかなとすごく私も思うんですが、難

しい問題だと思うんです。今、直接市のほう

で保健師も苦労されていると思うんですが、

いろんなところからのご意見を聞きながら探

っていかなあかんかなとすごく思います。 

 だから、大変かと思うんですが、いろいろ

知恵をみんなで出し合いながら認知症カフェ

で、本当に認知症本人、家族も含めて、かつ

らぎ町で聞いたら、みんな明るいと言ってい

ました、６箇所ともね。十数人来ているんで

すけども、みんな楽しくやっておられるとい

う話を聞いていましてね。本当に一般のお客

さんも入っているところでやっているんです

って。片方のテーブルで固まってて、一般の

お客さんも入っていて、どうやってやってい

るんかと。大きな声を出す人もおるんと違い

ますかと尋ねたら、それは喫茶店の店の協力

でやっているということで、500円を出してい

ただいて、結局そこでは場所代も要らんとい

うことで、ある意味、それはそれでいい面が

あるか分かりませんけど、同じことを橋本市

はできないと思うんですけども、いろいろ工

夫していきながら考えていかなあかんなとす

ごく思うんです。 

 ですから、本人やまた家族、保健師のいろ

んなご意見を聞きながら、いい方向に持って

いけるように進めていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 これで質問を終わります。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、14時まで休憩をいたします。 

（午後１時49分 休憩） 

                     

（午後２時00分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番17、５番 阪本君。 

〔５番（阪本久代君）登壇〕 

○５番（阪本久代君）改めまして、こんにち

は。17人の最後です。よろしくお願いいたし

ます。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。

今回は３項目です。 

 まず一つ目、介護保険料の引下げを。ずっ

と続けてやっているものなんですけれども。 
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 橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事

業計画策定・推進委員会が３回開催され、４

回目の来年１月に第９期の介護保険料が示さ

れます。第３回を傍聴しましたが、介護給付

費準備基金がどのくらいあり、どう使うかと

いうことは議論されませんでした。議会答弁

の報告のみでした。物価高騰の折、今、高齢

者の暮らしが苦しいということを十分に考慮

に入れ、介護保険料の大幅な引下げを求めま

す。 

 また、介護給付費準備基金が毎年積み上げ

られていることについて問います。 

 二つ目が、子ども医療費助成の所得制限の

撤廃を。 

 子どもの医療費の助成制度は全国的にも広

がり、2023年４月１日現在、高校卒業までが

約７割となっています。所得制限なしは約９

割です。橋本市も高校卒業まで無料ですが、

所得制限があります。医療費増を招くなどと

して自治体に課してきたペナルティーも廃止

が決まりました。そもそも子どもの施策は平

等であるべきです。所得制限の撤廃を求めま

す。 

 ７番議員と重なりますが、７番議員の通告

書には、納得できる理由であれば、以後、質

問はいたしませんとありました。私はこの所

得制限がなくなるまで言い続けるということ

を言いたくて取り下げませんでした。答弁を

求めます。 

 ３番目は、公民館、教育文化会館、産業文

化会館などにｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉを。 

 コロナ禍を契機にオンラインの学習会、講

演会が増えました。しかし、橋本市の文教施

設ではフリーＷｉ－Ｆｉを備えたところがな

く、会場探しに苦労します。公民館、教育文

化会館、産業文化会館などにフリーＷｉ－Ｆ

ｉの設置を求めます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の質問項

目１、介護保険料の引下げをに対する答弁を

求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）介護保険料の

引下げをについてお答えします。 

 第９期介護保険料の算定にあたっては、第

１号被保険者数や認定者数、それぞれのサー

ビス給付費の増減傾向など、様々な推計を行

いながら現在慎重に算定を進めています。 

 議員おただしのとおり、保険料月額につい

ては令和６年１月開催の第４回委員会でお示

しし、給付見込額や制度改正などの保険料額

の上昇要因、下降要因となったものについて

説明し、審議いただく予定となっています。 

 本市では、75歳以上の後期高齢者人口が令

和12年にピークを迎え、令和22年においては

高齢者数に占める後期高齢者数の割合が現在

よりさらに上昇すると推計されています。中

長期的な視点に立って今後の介護保険財政の

運営を考慮しながら、介護給付費準備基金を

効果的に活用し、できるだけ被保険者の負担

を軽減していきたいと考えています。 

 介護給付費準備基金の積立てについてです

が、本市では第６期となる平成27年度以降、

毎年基金を積み立てています。先ほどの答弁

のとおり、計画策定時には被保険者数や認定

者数、サービス給付量の見込みによる推計を

行っていますが、策定時点において想定して

いた給付費に至らなかった場合など、保険料

の残額を基金に積み立てることとなります。 

 第６期以降、団塊の世代が全て75歳以上と

なる令和７年に向けて被保険者数が増加して

いくことを見据え、給付費の上昇を考慮して

推計を行ってきましたが、平成27年度に初め

て給付費が鈍化の傾向を見せて以降、横ばい

の推移が続いていることから、基金を積み立
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てる結果となっています。 

 第９期の介護給付費準備基金の取崩し額に

ついては、本年３月議会及び９月議会で１億

円の取崩しを基本とすると答弁いたしました

が、前年度給付費の精算による今年度の基金

残高見込額を勘案し、第９期保険料を算定し

たいと考えていますので、ご理解のほどよろ

しくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）では最初にこの基金の

見込みといいますか、今回12月議会の補正予

算案の中で基金積立金8,298万3,000円とある

んですけれども、これはあるとして、令和５

年度にはこれ以上に基金に積み立てるという

ふうに予想されているかどうか、まず最初に

お尋ねします。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）基金の今後の

見込みについてのおただしでございますが、

令和５年度の12月補正で、先ほど議員おっし

ゃったとおり、令和４年度の精算額というこ

とで8,300万円の積立てとして予算審議のほ

うに上げさせていただいております。これに

基づきまして、残高は約12億3,000万円となり

ます。 

 今後の見通しですけれども、令和６年３月

補正においても今年度の給付費の差額につい

て、さらなる積立てを行う可能性があります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。

そうしますと、あと、先ほどのご答弁で、平

成27年度以降、給付費が横ばいであるという

ことですけれども、これが結局、基金積み上

げの原因にもなっているわけなんですが、横

ばいになっているのはどうしてなのかという

ことをどのように分析されていますでしょう

か。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）まず様々な要

因ということで、これといって決定的なもの

というのはございませんが、要因としまして

は、総合事業に27年度から移行しております。 

 また、介護予防というのを積極的にうちの

ほうは推進してきまして、例えばいきいきル

ームであるとか、いきいき百歳体操、また、

集いの場のサロンとか、それから本山先生の

わかやまシニアエクササイズなど、これまで

も様々な介護予防事業を通じて重症化予防に

努めてきています。 

 また、様々な健康増進事業も併せて行って

おりますし、それから、こんなことはあまり

言いたくはないんですけれども、新規の認定

者よりも亡くなられる方というのも多かった

のかなというふうに思っています。 

 それから、定年の延長とかいろいろあって、

働いている高齢者が多くなっているとかとい

うのも一つの要因かなということで、様々な

要因によって給付費のほうは抑制されている

というふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）今、パブリックコメン

トも取られているところなんですけれども、

今の保健計画、福祉計画、介護保険事業計画

とかを見てみましても、橋本市は特に要介護

度の低い人の認定が多いということが、実際

にその中でも書かれています。それが今言わ

れたいろいろな予防事業をして重症化を防い

でいることがあるのか、はたまた認定が厳し

くて、なかなか介護を受けることができなく

なっているのかというその辺のところは、一

概にというか、言えないんではないかなとは

思うんですけれども、前々からとにかく橋本

市は認定が低く出るというふうなことも、統
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計を取ったりとかというわけじゃないんです

けれども、介護を受けている方の肌実感とし

てそういうものがあるということはいろいろ

聞いています。特別に給付を抑えるようにし

ているわけではないとは思うんですけれども、

その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）認定区分の度

合いというか、要介護１から５の部分を見ま

すと、確かに４と５というのが以前と比べて

減って、要介護１、２、３とか、要支援のほ

うにウエートがなっているというのは事実で

す。 

 介護認定の調査が厳しいのではないかとい

うおただしでございますけれども、介護認定

調査員につきましては日々の研修、県とかが

実施している平準化に向けての研修とか、

様々な内部での意見交換とかをしながら、偏

りのない平準化した適正な介護認定にするよ

うに努めておるところです。そんな中でも確

かにそういった本市の中では厳しいという意

見もございますが、あくまでも公平に審査す

るようには努めているところです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）公平であるのも大事だ

と思いますが、やっぱり介護を受ける人の実

態に合わせてといいますか、そういうことも

大事ではないかなというふうにも思います。 

 先ほど、第９期の保険料月額については、

給付見込額や制度改正など、保険料額の上昇

要因、下降要因となったものについて説明し、

第４回の委員会の中で審議していただく予定

であるというふうにご答弁いただきました。

今までも新しい介護保険料についての説明に

ついても、議会でもかなり詳しく説明はして

いただいていますし、これで何円上がって何

円下がってという形でかなり詳しい説明を受

けております。そうしたら、聞くほうは意見

を言う隙がないといいますか、ただ、このと

きにやっぱり何よりも給付の見込額をどう見

るんかということが一番大事になってくると

思います。給付費が横ばいになっているとい

うところで、高齢者が増えるということは見

込んでおられるんですけれども、今までの計

画書とか計画値、実測値とかの一覧を見てい

ても、確かに計画値のほうはどんどん下方に

修正されているんだけど、にもかかわらず、

訪問介護ですが、実際に受けられているのが

どんどん減ってきているというのが、令和４

年度までので言えばそういう実績になってい

ます。 

 そういうとこら辺で、本当に次の介護保険

料の見込みをするときに、給付の見込額をど

ういうふうに決めるのかという、ここが本当

に一番のネックになると思うんですけれども、

その辺は多分シビアには見られると思うんで

すけれども、どういうふうに見込料を決めよ

うとされているのか、少しご説明をお願いし

ます。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）介護の給付見

込みについてのご質問ですけれども、これま

で国のシステム、地域包括ケアの見える化シ

ステムなどでいろいろ検証をしていって、そ

れに基づいて給付見込みというのは出してい

きます。また、様々なこれまでの実績値とか、

先ほど言いましたような介護認定者数とかも

考慮しながらやるわけでございますけれども、

確かにシビアに見ていく必要があるのかなと。

余ってきているということは、やっぱり介護

給付費を多く見過ぎていたという見方もあり

ますが、国全体で言うと介護給付費というの

は上がりつつありますというこういうトレン

ドがありますので、どうしても保険者として

はそっちのほうに目が行ってしまいがちなと
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ころもあります。介護給付費が下がるという

ところは、思い切ったところで判断していく

必要があります。そんな中で第８期の保険料

につきましてはいろいろ考慮をしながら、第

７期の保険料よりは下げていこうというふう

に至りまして、平均保険料のほうは下げてお

ります。 

 そういったところで、議員おただしのシビ

アに見ていく必要があるのは十分事務局のほ

うも分かっておりますので、その辺、次の委

員会までに事務局のほうでさらなる精査をし

まして、委員会のほうでお示ししていきたい

なというふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）いろいろ先ほどのご答

弁で、今年度の基金残高見込額を勘案し、第

９期保険料を算定したいと考えていますので

というご答弁を頂きました。先ほどのだいた

い基金積立てが12億3,000万円、ここまでは間

違いなく、さらに上積みもあるかもしれない

というご答弁でしたので、かなり給付費を低

く見込んだとしても、変な言い方ですけど、

３期が終わったときで赤字になったとしても、

まだ要するに基金で補えるということもあり

ますので、かなり英断をしていただきたいな

ということを要望したいんですけど、答弁で

きますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）阪本議員の質問にお答

えします。 

 本当に基金がたまり過ぎているなという思

いは非常に持っています。前回も下げさせて

もらいましたけども、今回も推進委員会の提

案もありますので、最終的に決定するのは私

が最終判断をしますので、その中で決定をし

ていきたいなと。介護報酬がこれからどうな

るのとか、11番議員の介護認定が遅れている

というところで、実際本当に正確な数字が出

てくるのかという問題もあると思いますし、

私も広域の管理者をやっている関係で、介護

認定の予算が毎年減額、減額、減額ばかりし

てきているんです。ということは、認定件数

がコロナで減っているのか、現実的に減って

きているのか、それがちょっと定かではなく

て、その辺もやっぱり毎年、何百万円かをカ

ット、カット、補正予算で切っていくんです

けども、今そういう現状もあります。 

 そういう中でもう少し担当課のほうには詳

しい話を、先ほどの給付費が３年間トータル

どれだけ見とんのよというところも、基金を

取り崩すにあたっては大事なポイントになっ

てくると思いますので、今ここで下げますと

は即答できませんけども、できるだけ基金残

高を見ながら、この３年間の給付費の状況も

見て考えていきたいというふうに思います。

それ以降、本当に高齢者がもっと増えてくる

ことも事実ですので、その辺のことも踏まえ

ながら、できるだけ抑えられるように考えて

いきたいと思いますので、ご理解よろしくお

願いします。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ぜひぜひよろしくお願

いいたします。 

 これで１番を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、子

ども医療費助成の所得制限の撤廃をに対する

答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）子ども医療費

助成の所得制限の撤廃をについてお答えしま

す。 

 子どもの医療費助成制度については、議員

おただしのとおり、対象年齢の拡大や所得制

限撤廃の動きが全国的に広がっており、本市
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でも令和４年10月から対象年齢をそれまでの

中学生から18歳に達した年度末までに拡大し

たところです。 

 また、現物給付で子ども医療費の助成を行

っている自治体に対する国民健康保険国庫負

担金の減額措置も全面的に廃止する方針が国

から示されています。 

 本市における子どもの医療費助成の所得制

限撤廃については、７番議員の一般質問でも

お答えしたとおり、国による制度の改正も注

視し、財源の確保や子育て施策の優先順位等

についても考慮し、検討したいと考えていま

す。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。 

 ７番議員の質問に対して市長が、来年度の

当初予算では難しいが、９月議会では提案で

きるかもと答弁されました。できるだけ早期

の実施を要望して、この質問は終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、公

民館、教育文化会館、産業文化会館などにｆ

ｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉをに対する答弁を求めま

す。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）公民館、教育文化

会館、産業文化会館などにｆｒｅｅ Ｗｉ－

Ｆｉをについてお答えします。 

 現在、公民館等の貸館利用においては、必

要に応じて利用者や講師などが自身でＷｉ－

Ｆｉを準備し、講演会等を開催しています。

このように利用者負担の下、施設を利用して

いただいているため、公民館等でＷｉ－Ｆｉ

環境を整備する必要はないと考えます。 

 また、フリーＷｉ－Ｆｉの利用方法や設置

費用等についても考慮する必要があり、これ

らのことから現時点では生涯学習を前提とし

て公民館、教育文化会館、産業文化会館など

にフリーＷｉ－Ｆｉを設置する予定はありま

せん。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）インターネットの普及

は目覚ましいものがあります。だけども、言

葉の意味も含めて理解をしていない、私も含

めてなんですけれども、そういう人もありま

す。今回の質問の中でフリーＷｉ－Ｆｉの設

置というふうに書きましたけれども、実際に

はフリーＷｉ－ＦｉじゃなくてＷｉ－Ｆｉだ

ったというか、オンラインでの講演ができる

場所をつくってほしいというのが趣旨でした。

50人から100人ぐらいが集まって講演会をし

ようとしても、Ｗｉ－Ｆｉのあるところがな

いので、探すのに困るので質問をしたんです。 

 ご答弁では、利用者や講師がＷｉ－Ｆｉを

用意すればいいんだというふうにおっしゃっ

ているように取ったんですけれども、そうい

うことでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）現状、公民館、そ

して教育文化会館等で講演会等を開催してい

ただく際に、講師の方がＷｉ－Ｆｉ接続、イ

ンターネット接続が必要な場合、ご自身のも

のを活用して利用していただいておるという

ふうな現状をご説明いたしました。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）そうしましたら、現状

の説明だったということでしたら、例えばこ

こでこういうふうな学習会をしたいんだけれ

どもということを相談したら、相談に乗って

もらえるということでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今後のそういうこ
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とにつきましては、これからまた公民館等、

利用の仕方についてはいろいろと考える必要

があるかと思うんですけれども、現状、Ｗｉ

－Ｆｉの設置は計画していないということで

ございます。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ちょっと答弁のニュア

ンスが変わってしまっているんですけど、先

ほどは現状を説明したんですと。今は、現状

は設置する予定はないと。どっちにしても今

のところ設置する予定はないということだと

は思うんですけれども、ただ、やっぱりＷｉ

－Ｆｉをレンタルすればいいというふうに思

われるかもしれませんけれども、そういうの

にたけている人もあればたけてない人もある

ので、せめて橋本市内のどこかで１箇所でも、

パソコンを持ち込むだけで、要するに学習会

なり講演会なりができるようにしてもらいた

い、していただきたいと思っているんですけ

れども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）利用方法によって

どのような設置が必要かについてであったり

とか、利用者の聞き取り、利用頻度、費用対

効果等も勘案する必要があるんで、現段階で

の導入は予定しておらないということでご理

解願います。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）そういうご答弁やと思

うんですけど、例えばこの近くで言ったら、

かつらぎ町のあじさいホールでは完備されて

いるんです。それでいきましたら、橋本市民

もかつらぎ町に行けばいいわということにな

るかもしれないですけど、やっぱりできるだ

け市内でも使えるようにしてほしいというの

が願いですので、今後、ぜひとも検討してい

ただきたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（森下伸吾君）これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさ

までした。 

（午後２時28分 散会） 
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